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第６章 

アンチ・ダンピング措置 
 

 

１．ルールの概観 
 

 

（１）ルールの背景 

 
WTO 協定でいう「ダンピング」とは、ある産品が正常

価額よりも低い価額で他国に輸出されることを指す。

正常価格とは、通常、輸出国の国内向け販売価格を指

す。そして、ダンピング輸出によって、輸入国の産業

に実質的な損害を与え若しくは与えるおそれがあると

きは、輸入国は、ダンピングを相殺し又は防止するた

め、ダンピングされた産品に対しダンピング防止税を

課すことができる。つまり、ダンピング輸入された産

品に対して、正常価格と輸出向け販売価格との差（ダ

ンピング・マージン）を上限とする関税（AD 税）を賦課

することができる。 

価格比較の際、国内向け販売が「通常の商取引」と

して行われていない場合（例えば、資本関係のある会

社に特別な価格で販売されている場合、輸出者が輸出

国政府の統制下にある場合など）、あるいは国内での

販売量が少ないこと等により、比較可能な国内販売価 

格がない場合は、正常価格として第三国への輸出価格

又は構成価額が用いられる（AD 協定第 2.2 条）。構成価

額とは、原産国における生産費に販売経費、利潤等を

加えたものとされている。 

AD 税は、最恵国待遇（第Ⅱ部第 1 章参照）の例外措置

の一つであり、その発動には細心の注意が払われるべ

きである。しかし、国内産業を保護するための手段で

あるセーフガード措置（第Ⅱ部第 8 章参照）のように

補償を提供することや相手国の対抗措置を受忍するこ

とが求められないため、諸外国においては必要な要件

を満たしていないにもかかわらず AD 調査を開始したり、

発動後に必要な要件が満たされなくなったにもかかわ

らずこれを維持したりするなどの濫用が目立つ。 

AD 措置の保護主義的・輸入制限的な運用に対する懸念

から、ウルグアイ・ラウンド交渉及びドーハ開発アジェ

ンダ交渉において規律の強化が図られたが、これらの AD 

措置濫用の懸念は、引き続き、多くの国が有している。 

 
＜図表 II-6-1＞ダンピングの例 
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（２）法的規律の概要 

 
①ルールの概要 

AD についての国際ルールとしては、GATT 第 6 条に

ダンピング防止税に関する規定があり、その実施協定

として「1994 年の関税及び貿易に関する一般協定第 6 

条の実施に関する協定」（AD 協定）が定められている。

AD に関する WTO 協定の具体的概要は、以下のとおりであ

る。 

 
（ａ）GATT 第 6 条 

AD 税に関して、GATT 第 6 条に次のように定められ

ている。 

 
第 6 条 

1 加盟国は、ある国の産品をその正常の価額より低い

価額で他国の商業へ導入するダンピングが加盟国の領

域における確立された産業に実質的な損害を与え若し

くは与えるおそれがあり、又は国内産業の確立を実質

的に遅延させるときは、そのダンピングを非難すべき

ものと認める。この条の規定の適用上、ある国から他

国へ輸出される産品の価格が次のいずれかの価格より

低いときは、その産品は、正常の価額より低い価額で

輸入国の商業に導入されるものとみなす。 

（a） 輸出国における消費に向けられる同種の産品の

通常の商取引における比較可能の価格 

（b） 前記の国内価格がない場合には、 

（ⅰ）第三国に輸出される同種の産品の通常の商取

引における比較可能の最高価格 

（ⅱ）原産国における産品の生産費に妥当な販売経

費及び利潤を加えたもの 

販売条件の差異、課税上の差異及び価格の比較に影

響を及ぼすその他の差異に対しては、それぞれの場合

について妥当な考慮を払わなければならない。 

2 加盟国は、ダンピングを相殺し又は防止するため、

ダンピングされた産品に対し、その産品に関するダン

ピングの限度を超えない金額のダンピング防止税を課

することができる。この条の適用上、ダンピングの限

度とは、1 の規定に従って決定される価格差をいう。 

 
（ｂ）AD 協定 

この協定はケネディ・ラウンド妥結時に制定

（1967 年調印・1968 年発効）され、東京ラウンド

での改正 

（1979 年作成・1980 年発効）及びウルグアイ・ラウンド

での改正（1994 年作成・1995 年発効）を経て現在に至っ

ている。現行 AD 協定は AD 調査開始申請から措置の発動ま

でを以下のとおり定めている。 

 

 



第
Ⅱ
部

第
６
章

  

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
措
置

第６章　アンチ・ダンピング措置

271

第 II 部 WTO 協定と主要ケース 

270 

  

  

    

（２）法的規律の概要 

 
①ルールの概要 

AD についての国際ルールとしては、GATT 第 6 条に

ダンピング防止税に関する規定があり、その実施協定

として「1994 年の関税及び貿易に関する一般協定第 6 

条の実施に関する協定」（AD 協定）が定められている。

AD に関する WTO 協定の具体的概要は、以下のとおりであ

る。 

 
（ａ）GATT 第 6 条 

AD 税に関して、GATT 第 6 条に次のように定められ

ている。 

 
第 6 条 

1 加盟国は、ある国の産品をその正常の価額より低い

価額で他国の商業へ導入するダンピングが加盟国の領

域における確立された産業に実質的な損害を与え若し

くは与えるおそれがあり、又は国内産業の確立を実質

的に遅延させるときは、そのダンピングを非難すべき

ものと認める。この条の規定の適用上、ある国から他

国へ輸出される産品の価格が次のいずれかの価格より

低いときは、その産品は、正常の価額より低い価額で

輸入国の商業に導入されるものとみなす。 

（a） 輸出国における消費に向けられる同種の産品の

通常の商取引における比較可能の価格 

（b） 前記の国内価格がない場合には、 

（ⅰ）第三国に輸出される同種の産品の通常の商取

引における比較可能の最高価格 

（ⅱ）原産国における産品の生産費に妥当な販売経

費及び利潤を加えたもの 

販売条件の差異、課税上の差異及び価格の比較に影

響を及ぼすその他の差異に対しては、それぞれの場合

について妥当な考慮を払わなければならない。 

2 加盟国は、ダンピングを相殺し又は防止するため、

ダンピングされた産品に対し、その産品に関するダン

ピングの限度を超えない金額のダンピング防止税を課

することができる。この条の適用上、ダンピングの限

度とは、1 の規定に従って決定される価格差をいう。 

 
（ｂ）AD 協定 

この協定はケネディ・ラウンド妥結時に制定

（1967 年調印・1968 年発効）され、東京ラウンド

での改正 

（1979 年作成・1980 年発効）及びウルグアイ・ラウンド

での改正（1994 年作成・1995 年発効）を経て現在に至っ

ている。現行 AD 協定は AD 調査開始申請から措置の発動ま

でを以下のとおり定めている。 

 

 

第６章 アンチ・ダンピング措置 

271 

 

    
 

原
則
１
年
以
内
（
最
長

か
月
）

＜図表 II-6-2＞AD 調査の流れ 

○申請は国内産業を適切に代表していること（申請に賛同する国内生産者の生産高が、国内総生産高

の 25％以上で、反対する国内生産者の生産高を上回っていること） 

○ダンピング輸入の事実及び損害等の事実についての証拠の提供 
 

 

 

○ダンピングの認定（「輸出価格」と「正常価額（国内販売価格、第三国輸出価格又は構成価額）」

を比較する） 

○損害の事実（ダンピング輸入品の輸入数量、価格の推移、国内価格に及ぼす影響、国内産業の損害

の状況） 

○因果関係（損害とダンピング輸入の因果関係、ダンピング以外による損害要因の検討） 
 

○以下の条件をすべて満たす場合、暫定措置を発動できる 

・適切な調査開始と公告、利害関係者の情報提供・意見表明のための十分な機会の設定 

・ダンピング及び損害についての仮決定 

18 ・暫定措置の必要性の認定 

・調査開始から 60 日が経過 
・最長 4 か月（但し輸出者の申出により 6 か月。また最終決定でダンピング・マージン以下の税率適

用を検討する場合、6 か月及び 9 か月） 

 

○当局は、検討の対象となっている重要事実であって、確定的な措置をとるかとらないかを決定する

ための基礎とするものを利害関係者に通知 

 
 

○仮決定後、輸出者と価格約束を行うことができ、これにより調査は停止／中断できる 
 

 

 

○当局は以下の事項を決定し、公告する 
・AD 税賦課の判断、AD 税の額 

・当該判断の基礎となった理由及び事実（損害、ダンピング・マージン） 

・利害関係人の意見に対する回答 

 

②AD 委員会 

WTO では、AD 措置に関して議論する場として、年 2 

回 AD 委員会が開催されている。そこでは、各国の AD 

実施法が協定整合的であるかを明らかにするための法

制審査、各国の AD 措置についての報告等、AD に関す

る様々な問題の検討が行われる。 

AD 委員会の下には、特定の論点について協議を行う場

が臨時に 2 つ設けられている。1 つは迂回防止非公式

会合であり、これは、ウルグアイ・ラウンド交渉にお

いて結論が出ず、AD 委員会に付託されることとなった

迂回問題について議論を行う。もう 1 つは実施会合で、 

協定上解釈が曖昧になるおそれのある部分について各国

調査当局間の運用の統一を図るための議論を行う。最

近は、各国のプラクティスの共有という側面が強くな

っており、各国の調査当局によって、活発な議論が行

われている。我が国は、このような場を通じ各国の国

内法令が適切に整備・運用されているかに注意を払い、

仮に協定整合的でない法令の制定や運用があった場合は、

速やかに AD 委員会をはじめとする WTO の場で指摘を行

い、是正を求めている。 

さらに、我が国としては、GATT 第 6 条、AD 協定等に反

している不当な AD 措置については、国際ルールに基づ 

価格約束 

調査開始決定 

仮決定 暫定措置

重要事実の開示 

最 終 決 定 
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き、WTO の場で解決を図っていくべきであり、二国間協

議で問題が解決しない場合には、パネル・上級委員会を

通じて問題を解決していくことが必要であると考える。 

 

③迂回問題 

AD 措置に関する「迂回（Circumvention）」とは、一

般に、AD 税賦課命令の対象となるべき産品につき、こ

れに対する課税を免れるために、賦課命令が示す課税

範囲から形式的に外れるようにするものの、実質的に

は賦課命令前と同等の商業活動を維持するような状況

を指す。もっとも、GATT/WTO 協定上は、その定義は未

確定である。迂回に関しては、加盟国間で意見の相違

があり、AD 協定における規律の必要性の有無や内容に

ついて、現在まで合意に至っていない。迂回防止措置 

（一般に、迂回行為とされる輸出に対して通常の AD 調査

よりも簡易な調査に基づき AD 課税の対象とすること

をいう。）については、適切な調査を経ないまま不合

理に AD 措置が拡大されるおそれもあり、今後も各国

の法制や措置を注視していく必要がある。参考：他国

の AD 調査手続に対応する際の留意点について 

 

（３）他国の AD 調査手続に対応する際

の留意点 
 

AD 調査開始から最終決定までは原則として1 年以内 

（AD 協定第 5.10 条）と期限が設けられている。1 年間

という期間は長期間のようにも思われるが、調査対象

となった輸出者/輸出国における生産者等（以下「調査

対象企業」）の行うべき作業は多く、実際上、調査対

象企業に時間的な余裕がないことも多い。そこで、我

が国企業が外国による AD 調査の対象となった場合に、

どのような対応を取るべきかの判断に資するため、手

続の段階に即して以下概説する。 

なお、WTO 加盟国は国際法上 AD 協定の定める義務・

手続を遵守して AD 調査を行う必要があるものの、他

方で、AD 措置・調査は、基本的には、各国の国内法に基

づいて行われる国内法上の手続・措置である。そのた

め、AD 協定に基づくものであるが、各国国内法において、

より詳細な手続等を定めている場合は当該国内法に従う

ことに留意する必要があり、また、AD 調査に対応する際

には、当該国の国内法の知識が必要であることから、現

地の弁護士に代理や助言を依頼することがある。 

 

①調査対象企業の対応全般について 

AD 協定上、調査当局は、調査対象企業をはじめとする

利害関係人から、質問状や現地調査などを通じて必要な

情報を収集するとともに、利害関係人には、自らの利益

を擁護するため証拠の提出及び意見の表明をする機会が

与えられる。利害関係人の防御に関しては、AD 協定上

の通則的な規律として、利害関係人に対し、調査当局

が必要とする情報に関する事前の通知と証拠提出の機

会（AD 協定第 6.1 条）、自己の利益擁護のための機会

（AD 協定第 6.2 条）、調査当局の保有する情報の閲覧及

び自らの主張準備の機会（AD 協定第 6.4 条）を与えるこ

とが規定されている。AD 措置は、調査対象産品の取引を

実際に行っている利害関係者（調査実施国の国内産業や

調査対象企業等）の有する情報（当該企業に関する一

般的情報、輸出取引及び国内販売取引に関する情報等）

に基づいて行われるため、まず調査対象企業による対

応が調査対応の基本となるところであり、調査対象企

業は、これらの規定を活用して、AD 調査・措置に対し

て自らの利益を防御するために積極的に主張・立証を

行うことができる。ただし、調査対象企業は調査に応

じる義務はなく、調査対応にかかる費用・負担を考慮

して調査対応をしないという選択も可能である。もっ

とも、その場合には、後に詳述するとおり、ファク

ツ・アヴェイラブルを用いた認定がされる等の不利益

を受ける可能性がある。調査対象企業としては、この

ような不利益と調査対応の負担・費用を考慮して、AD 

調査に応じるか、また応じるとしてどの程度まで対応す

るかを決めているものと思われる。 

調査過程で主張・立証を行っていくに当たっては、

AD 調査は、調査実施国の国内法上の手続であるが、同時

に WTO 加盟国は AD 協定の定めに従って調査を行う 義

務を負っていることから、調査当局の手続や決定内 容

が、国内法のみならず、AD 協定に違反するとの主張も有

効であることがあり、調査手続過程でもそのよう な観

点からの主張が可能かどうかを検討すべきである。特

に、後に WTO の紛争解決手続での解決を日本政府に依頼

することを考えるならば、そうした問題点の立証 を容

易にするという観点から調査手続における対応の 仕方

を工夫することが考えられる（詳しくは、「下記

③(2)WTO 紛争解決手続の活用」を参照。）。 

また、我が国の調査対象企業が複数である場合、調

査実施国の国内産業に対する損害及び因果関係の要件

は、企業ごとに計算されるダンピング・マージンとは

異なり、我が国からの輸出全体について検討・認定さ

れるため、たとえばダンピング輸出以外の事象が国内 
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き、WTO の場で解決を図っていくべきであり、二国間協

議で問題が解決しない場合には、パネル・上級委員会を
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となった輸出者/輸出国における生産者等（以下「調査

対象企業」）の行うべき作業は多く、実際上、調査対

象企業に時間的な余裕がないことも多い。そこで、我

が国企業が外国による AD 調査の対象となった場合に、

どのような対応を取るべきかの判断に資するため、手

続の段階に即して以下概説する。 

なお、WTO 加盟国は国際法上 AD 協定の定める義務・

手続を遵守して AD 調査を行う必要があるものの、他

方で、AD 措置・調査は、基本的には、各国の国内法に基

づいて行われる国内法上の手続・措置である。そのた

め、AD 協定に基づくものであるが、各国国内法において、

より詳細な手続等を定めている場合は当該国内法に従う

ことに留意する必要があり、また、AD 調査に対応する際

には、当該国の国内法の知識が必要であることから、現

地の弁護士に代理や助言を依頼することがある。 

 

①調査対象企業の対応全般について 

AD 協定上、調査当局は、調査対象企業をはじめとする

利害関係人から、質問状や現地調査などを通じて必要な

情報を収集するとともに、利害関係人には、自らの利益

を擁護するため証拠の提出及び意見の表明をする機会が

与えられる。利害関係人の防御に関しては、AD 協定上

の通則的な規律として、利害関係人に対し、調査当局

が必要とする情報に関する事前の通知と証拠提出の機

会（AD 協定第 6.1 条）、自己の利益擁護のための機会

（AD 協定第 6.2 条）、調査当局の保有する情報の閲覧及

び自らの主張準備の機会（AD 協定第 6.4 条）を与えるこ

とが規定されている。AD 措置は、調査対象産品の取引を

実際に行っている利害関係者（調査実施国の国内産業や

調査対象企業等）の有する情報（当該企業に関する一

般的情報、輸出取引及び国内販売取引に関する情報等）

に基づいて行われるため、まず調査対象企業による対

応が調査対応の基本となるところであり、調査対象企

業は、これらの規定を活用して、AD 調査・措置に対し

て自らの利益を防御するために積極的に主張・立証を

行うことができる。ただし、調査対象企業は調査に応

じる義務はなく、調査対応にかかる費用・負担を考慮

して調査対応をしないという選択も可能である。もっ

とも、その場合には、後に詳述するとおり、ファク

ツ・アヴェイラブルを用いた認定がされる等の不利益

を受ける可能性がある。調査対象企業としては、この

ような不利益と調査対応の負担・費用を考慮して、AD 

調査に応じるか、また応じるとしてどの程度まで対応す

るかを決めているものと思われる。 

調査過程で主張・立証を行っていくに当たっては、

AD 調査は、調査実施国の国内法上の手続であるが、同時

に WTO 加盟国は AD 協定の定めに従って調査を行う 義

務を負っていることから、調査当局の手続や決定内 容

が、国内法のみならず、AD 協定に違反するとの主張も有

効であることがあり、調査手続過程でもそのよう な観

点からの主張が可能かどうかを検討すべきである。特

に、後に WTO の紛争解決手続での解決を日本政府に依頼

することを考えるならば、そうした問題点の立証 を容

易にするという観点から調査手続における対応の 仕方

を工夫することが考えられる（詳しくは、「下記

③(2)WTO 紛争解決手続の活用」を参照。）。 

また、我が国の調査対象企業が複数である場合、調

査実施国の国内産業に対する損害及び因果関係の要件

は、企業ごとに計算されるダンピング・マージンとは

異なり、我が国からの輸出全体について検討・認定さ

れるため、たとえばダンピング輸出以外の事象が国内 
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産業の損害の真の原因であるといった主張を行う場合、

企業毎に主張が食い違っていると主張の有効性を損な 

うことに注意が必要である。 

 
②手続の段階ごとの対応について 

(1) 調査開始決定前 

AD 調査は、国内産業から調査当局に対して調査開始申

請がされることによって開始されるのが通常である 

（AD 協定第 5.1 条）。調査開始申請のためには、ダン

ピング、損害及び因果関係に関する証拠を添付した申

請書を提出する必要がある（AD 協定第 5.2 条）。申請

書を受領した調査当局は、調査開始を正当とする十分

な証拠があるかどうかを検討し、調査開始の可否を決

定する（AD 協定第 5.3 条）。 

調査開始が決定されるまで調査当局が申請書を公

表することは許されないが（AD 協定 5.5 条）、決定前

に調査開始申請がなされたとの情報が流れる場合もあ

るため、日頃から、このような情報の入手に努める企

業もある。 

 
(2) 調査開始決定後 

調査開始が決定されるとその旨公告が行われ（ウェ

ブサイトに掲載されることも多い。）、また輸出国政

府（通常は輸入国に駐在する大使館）や調査当局に知

られている輸出者/生産者、輸入者等の利害関係者に通

知されることになり、この段階から調査対象企業の調

査対応が公式に始まる。調査開始決定直後に行うべき

作業は、典型的には以下のようなものがある。 

 

① 申請書及び添付証拠の内容の吟味・検討 

上記のとおり、申請書には、AD 課税要件に関する説

明がなされるとともに、証拠が添付されている。その

ため、調査対象企業は、受領した申請書及び証拠の内

容を吟味することによって、申請の内容及び根拠を知

ることができ、かつ、必要に応じて反論することが可

能になる。 

 

② 調査対象産品の範囲を確認 

調査対象産品については、調査開始公告及び申請書

を参照することにより、その範囲を知ることができ、

それに伴って同種の産品とされる国内産品の範囲も判

明する。調査対象企業としては、まずどの製品が調査

対象とされているのかを正確に把握し、その製品に関

する基本情報を収集する必要がある。特に、その後の 

調査対応に際しては、調査対象製品の輸出価格、輸出

量、輸入国における市場シェア等の動向は重要な情報

となる。 

調査対象産品の範囲に誤りがある場合もしばしば見

受けられる（例：調査対象産品に含まれないはずのHS 

コード（関税分類）が調査対象産品のコードとして含

まれている場合）。仮にそのような誤りがある場合は、

調査当局に早期に指摘し、本来調査対象の範囲に含ま

れない製品の除外等を求めていくことが重要である。 

日本からの輸出の場合、輸入国の国内産業では製造

できないような高性能・高付加価値の製品を輸出して

いることも多く、国内産業と競合しないため、仮にダ

ンピングの事実を認定されたとしても、国内産業に損

害を生じさせていないことがある。そのような場合に

は、国内産品との競合がないことを示す証拠を提出し

て、当該製品を調査対象産品の範囲から除外するよう

求めることがしばしば行われる。さらに、調査対象産

品の範囲が広い場合には、相互に競争関係にない製品

カテゴリーが含まれることもある。そのような場合に

は、例えば、相互に競争関係にある製品カテゴリーご

とに国内産業の損害の有無を認定するなど、損害認定

の際に製品間の競争関係を踏まえた分析をするよう求

めるべきかを検討することも重要である。 

すなわち、調査対象産品に関連する主張としては、

まずは、①調査開始公告及び申請書を確認し、調査対

象産品が何かを確認し、範囲が不明確である場合には

早期に指摘を行う。また、調査対象産品に含まれてい

るものの、輸入国の国内産業では製造できないような

高性能・高付加価値の製品を輸出している場合には、 

②調査対象産品からの除外を求めること（ただし、調

査対象産品の範囲については、当局に広い裁量が認め

られる）や③WTO の DS で示された先例に従い、損害認定

の際に、製品間の競争関係を踏まえた分析を行うことが

考えられる。 

 

(3) 質問状に対する回答・現地調査 

① 質問状に対する回答 

調査開始決定後、調査当局からダンピングや損害の

認定のために調査対象企業等へ質問状が送付され、調

査対象企業は、これに回答することとなる（AD 協定第

6.1 条参照）。調査対象企業が指定された期限（原則、質

問書受領から少なくとも 30 日以上（AD 協定第 6.1.1 条））

までに回答しない場合には、下記に示すように、当局に 



274

第 II 部 WTO 協定と主要ケース第 II 部 WTO 協定と主要ケース 

274 

  

  

    

ファクツ・アヴェイラブル（facts available） に基

づいて認定されるリスクがある。回答期限について

は、延長申請が可能であり、その申請には妥当な考

慮が払われるとされ、理由が示される場合には可能

な限り認められるべきとされている。 

AD 調査は、一般に、「ダンピング調査」と「損害調

査」に大別される（図表Ⅱ‐6‐2 参照）。ダンピング

調査では関係会社を含む会社の組織構成や調査対象製

品の特性等の一般的事項のほか、個々の取引に関する

詳細なデータ、生産コスト及び関連費用等が、損害調

査では上記一般的事項のほか、生産能力・在庫・生産

量・輸出量・平均輸出価格等の経営及び財務等に関す

る情報が調査の対象となる。ダンピング調査について

は過去 1 年分、損害調査についてはダンピング調査の1 

年分を含めた過去 3 年分が質問の対象（調査期間） と

なる場合が多い。 

以上のような質問事項のうち、どの範囲の質問に

回答するかは、基本的には調査対象企業が調査対応

に伴うコストと利益を考量して決めることとなる。こ

の点、特にダンピング調査における質問に回答するに

は、取引先等も含め膨大なデータの調査・収集・検

証が必要となること、企業の管理項目とは異なる分

類でのデータ提出を求められる場合があることなど

から、作業負担が大きい。また、ダンピング・マー

ジン算定のためには、製品の生産・販売に係る費用

のデータ等、企業にとって機密性の高い情報も調査

当局に提出せざるを得ない場合がある。 

他方、仮に調査対象企業が質問に対応しない場合

（回答内容が不十分な場合、一部の質問にしか回答

していない場合、ダンピング又は損害の一方のみに回

答した場合を含む。）には、AD 協定第 6.8 条に基づき

回答のない部分についてファクツ・アヴェイラブル

が用いられる結果、例えば、国内産業の主張（申請

書に記載のデータ等）がそのまま用いられるなどし

て、内容によっては調査対象企業が不利益な認定を

受けるおそれがある（なお、ファクツ・アヴェイラ

ブルを使用できるのは、上記の意味で回答のない部

分に限られる。）。企業としては、このような利害

得失を考慮した上で、調査対象産品の重要性等も踏

まえて対応する範囲を決める必要がある。 

また、昨今の各国の調査実務においては、ダンピ

ング調査の際に、サンプリング調査（AD 協定 6.10 条） 

を用いる例がしばしば見受けられる。そもそもダン

ピング・マージンの認定は、各企業に対して個別に

決定するのが原則（AD 協定 6.10 条前段）であるため、

その例外であるサンプリング調査は「関係する輸出者、 

生産者、輸入者又は産品の種類がその決定（注：ダン ピ

ングマージンの個別の決定）を行うことが実行可能 で

ないほど多い場合」にのみ、例外的に行うことがで き

ると定めている（AD 協定 6.10 条後段）。また、仮に

サンプリング調査の対象から外れた企業であっても、

必要な情報（主に質問状に記載されている内容を指す） 

を検討のための期限内に提供した場合には、個別のダ 

ンピング・マージンが認定される（AD 協定 6.10.2 条

前段）。（ただし、ダンピングの価格差を個別に検討 

することが、調査当局にとって不当な負担となり、か 

つ、調査を期間内に完結することを妨げるほど、輸出 

者又は生産者の数が多い場合は、個別のダンピング・ 

マージンの認定は求められないとされている（AD 協定

6.10.2 条但書））。それにもかかわらず、AD 協定不整合

と思われるサンプリング調査の実施が散見されるため、

サンプリング調査に瑕疵があり、かつ、調査対象 企業

に不利益が生じる可能性があると考える場合には、早

い時期に調査当局に意見を提出する必要がある。 

 
② 現地調査 

調査当局は、質問状の回答などで提供された情報の

確認及び更に詳細な情報の入手を目的として、質問状

に回答した調査対象企業の本社や工場等の現地調査を

行うことができる（AD 協定第 6.7 条）。国ごとに運用の

違いはあるものの、現地調査では、現地調査が必要と考

える企業に対し、数名の調査官が 1 社当たり数日かけて、

企業の帳簿や個々の伝票等を調査・閲覧して、質問状の回

答として提出された販売・コストデータ等の完全性・

正確性等を検証する。現地調査では、通常は複数の事

業拠点で保管している膨大な帳票類を現地調査が行わ

れる本社等に集めたり、企業の具体的な販売関連情報

や財務、会計システムなどについて、通訳を介して説

明したりする必要があり、対応に伴う負担は相当なも

のになるが、これに対応しない場合は、回答の正確性

等が検証されないため、ファクツ・アヴェイラブルが

適用されて、不利な認定を受けるおそれがある。なお、

現地調査を仮決定の前又は後のいずれで行うかは、国によ

って運用が異なる。 

そのほか、多くの国が公聴会と呼ばれる手続を開催

している（AD 協定第 6.2 条参照）。公聴会では、調査対

象企業及び国内産業のほかに、輸入国内のユーザー産業

にも参加が許される場合も多く、AD 課税の要件に関する 
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ファクツ・アヴェイラブル（facts available） に基

づいて認定されるリスクがある。回答期限について

は、延長申請が可能であり、その申請には妥当な考

慮が払われるとされ、理由が示される場合には可能

な限り認められるべきとされている。 

AD 調査は、一般に、「ダンピング調査」と「損害調

査」に大別される（図表Ⅱ‐6‐2 参照）。ダンピング

調査では関係会社を含む会社の組織構成や調査対象製

品の特性等の一般的事項のほか、個々の取引に関する

詳細なデータ、生産コスト及び関連費用等が、損害調

査では上記一般的事項のほか、生産能力・在庫・生産

量・輸出量・平均輸出価格等の経営及び財務等に関す

る情報が調査の対象となる。ダンピング調査について

は過去 1 年分、損害調査についてはダンピング調査の1 

年分を含めた過去 3 年分が質問の対象（調査期間） と

なる場合が多い。 

以上のような質問事項のうち、どの範囲の質問に

回答するかは、基本的には調査対象企業が調査対応

に伴うコストと利益を考量して決めることとなる。こ

の点、特にダンピング調査における質問に回答するに

は、取引先等も含め膨大なデータの調査・収集・検

証が必要となること、企業の管理項目とは異なる分

類でのデータ提出を求められる場合があることなど

から、作業負担が大きい。また、ダンピング・マー

ジン算定のためには、製品の生産・販売に係る費用

のデータ等、企業にとって機密性の高い情報も調査

当局に提出せざるを得ない場合がある。 

他方、仮に調査対象企業が質問に対応しない場合

（回答内容が不十分な場合、一部の質問にしか回答

していない場合、ダンピング又は損害の一方のみに回

答した場合を含む。）には、AD 協定第 6.8 条に基づき

回答のない部分についてファクツ・アヴェイラブル

が用いられる結果、例えば、国内産業の主張（申請

書に記載のデータ等）がそのまま用いられるなどし

て、内容によっては調査対象企業が不利益な認定を

受けるおそれがある（なお、ファクツ・アヴェイラ

ブルを使用できるのは、上記の意味で回答のない部

分に限られる。）。企業としては、このような利害

得失を考慮した上で、調査対象産品の重要性等も踏

まえて対応する範囲を決める必要がある。 

また、昨今の各国の調査実務においては、ダンピ

ング調査の際に、サンプリング調査（AD 協定 6.10 条） 

を用いる例がしばしば見受けられる。そもそもダン

ピング・マージンの認定は、各企業に対して個別に

決定するのが原則（AD 協定 6.10 条前段）であるため、

その例外であるサンプリング調査は「関係する輸出者、 

生産者、輸入者又は産品の種類がその決定（注：ダン ピ

ングマージンの個別の決定）を行うことが実行可能 で

ないほど多い場合」にのみ、例外的に行うことがで き

ると定めている（AD 協定 6.10 条後段）。また、仮に

サンプリング調査の対象から外れた企業であっても、

必要な情報（主に質問状に記載されている内容を指す） 

を検討のための期限内に提供した場合には、個別のダ 

ンピング・マージンが認定される（AD 協定 6.10.2 条

前段）。（ただし、ダンピングの価格差を個別に検討 

することが、調査当局にとって不当な負担となり、か 

つ、調査を期間内に完結することを妨げるほど、輸出 

者又は生産者の数が多い場合は、個別のダンピング・ 

マージンの認定は求められないとされている（AD 協定

6.10.2 条但書））。それにもかかわらず、AD 協定不整合

と思われるサンプリング調査の実施が散見されるため、

サンプリング調査に瑕疵があり、かつ、調査対象 企業

に不利益が生じる可能性があると考える場合には、早

い時期に調査当局に意見を提出する必要がある。 

 
② 現地調査 

調査当局は、質問状の回答などで提供された情報の

確認及び更に詳細な情報の入手を目的として、質問状

に回答した調査対象企業の本社や工場等の現地調査を

行うことができる（AD 協定第 6.7 条）。国ごとに運用の

違いはあるものの、現地調査では、現地調査が必要と考

える企業に対し、数名の調査官が 1 社当たり数日かけて、

企業の帳簿や個々の伝票等を調査・閲覧して、質問状の回

答として提出された販売・コストデータ等の完全性・

正確性等を検証する。現地調査では、通常は複数の事

業拠点で保管している膨大な帳票類を現地調査が行わ

れる本社等に集めたり、企業の具体的な販売関連情報

や財務、会計システムなどについて、通訳を介して説

明したりする必要があり、対応に伴う負担は相当なも

のになるが、これに対応しない場合は、回答の正確性

等が検証されないため、ファクツ・アヴェイラブルが

適用されて、不利な認定を受けるおそれがある。なお、

現地調査を仮決定の前又は後のいずれで行うかは、国によ

って運用が異なる。 

そのほか、多くの国が公聴会と呼ばれる手続を開催

している（AD 協定第 6.2 条参照）。公聴会では、調査対

象企業及び国内産業のほかに、輸入国内のユーザー産業

にも参加が許される場合も多く、AD 課税の要件に関する 
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事実（製品の代替可能性等）や AD 措置を課した場合の

影響（輸出が滞ることによって輸入国内で原材料の調

達が困難になる等）等につき互いに意見を表明する機

会が与えられる。ただし、AD 協定上、課税の判断に当

たり、ユーザーの意見を考慮することは義務付けられて

いない。また、公聴会は、調査当局の担当者の在席の

下に手続が行われるため、参加者に対する質問等から、

調査当局がどのような点に問題意識を有しているか知

り得る貴重な機会ともなる。現地調査と同じく、いか

なるタイミングで公聴会を行うかは、各国の運用にば

らつきがある。 

 

(4) 仮決定 

AD 協定上、調査当局は、仮決定を行うことを義務付け

られているわけではないが、仮決定を行い、利害関 係

人に反論の機会を与える運用を行っている国も多い。

仮決定を行う場合、調査当局は、同決定を公告しなけ

ればならない（AD 協定第 12.2 及び第 12.2.1 条）。 

仮決定は、調査開始後、初めて、AD 課税の要件に関

する調査当局の判断が公にされる場面であり、非常に重

要である。調査対象企業としては、仮決定の内容を分

析し、不合理な認定がないかどうか、特に調査実施国

の国内法又は AD 協定に不整合な点がないかどうかを

吟味した上、反論書面を提出する機会が与えられる。 

なお、仮決定でクロ（ダンピング、損害及び因果関

係がいずれもあると認定されること）認定が行われ、

かつ、調査期間中の損害を防止するために必要である

と認められる場合には、調査当局は、暫定措置（暫定

的に AD 税を賦課する又は相当額の保証金の供託を求

めること）を採り、課税を開始することができる（AD 

協定第 7.1 条(ii)）。 

 

(5) 重要事実開示及び最終決定 

調査当局は、最終決定を行う前に、最終決定の基礎

を成す重要な事実を開示し、利害関係人に反論の機会

を与えなければならない（AD 協定第 6.2 条及び第 6.9 

条）。開示された重要事実は、最終決定でもそのまま

用いられることが想定されており、この機会が利害関

係人にとって最後の反論の機会になる。特に、仮決定

から認定が変更された部分、仮決定で反論した部分な

どについては、AD 協定に不整合な変更がなされていな

いか、利害関係人からの反論に対して不合理な認定を行

っていないか注意すべきであろう。 

調査当局は、このような重要事実開示及び利害関係 

人による反論を経た上で、最終決定を行う。仮決定同

様、最終決定も公告する必要がある（AD 協定第 12.2 条及

び第 12.2.2 条）。クロ決定の場合は、調査対象企業は、

最終決定の内容を分析・検討し、輸入国内の司法上の手

続を通じて更に争うか、あるいは WTO 紛争解決手続の活

用を政府に対して求めていくか等を最終的に検討するこ

ととなる。 

 

③政府の調査対応への関与について 

以上述べてきたとおり、AD 調査には、調査対象企業が

中心となって対応することとなるが、輸出国政府も、AD 調

査又は措置が AD 協定に照らし企業の権利保護が不十分で

あると考える場合には、自国企業又は産業界の利益保護、

通商ルールの履行確保などの観点から、調査対象企業に

よる調査対応を支援する場合がある。 

 

(1) 調査手続中の支援 

調査手続中には、政府が利害関係人として意見書を

提出したり、大使館員等の政府関係者が公聴会等に出

席したりして、輸出対象企業の主張を支持する意見を

述べることが可能である（AD 協定第 6.11(ii)条参照）。

また、年に 2 回ジュネーブで行われる WTO・AD 委員会で

は、主に WTO ルール上の観点から、各国の調査について、

WTO 協定上の問題点を指摘する等の対応も行っている。 

この点に関しては、AD 課税措置は、WTO 協定上認めら

れている政策措置であり、協定上の要件を満たしている

限り、WTO 加盟国は利用可能である点に留意する必要が

ある。そのため、輸出国政府が具体的にどのような支

援措置をとることができるかは、調査当局の措置の AD 

協定整合性を踏まえて決定される。 

 

(2) WTO 紛争解決手続の活用 

AD 税が賦課された後（又は暫定課税がなされた後） 

は、WTO 紛争解決手続（第 II 部第 17 章参照）において

措置及び手続の協定整合性を争うことが可能である。

同手続の活用を考える場合、調査対象企業としては、 

以下の点に留意する必要がある。 

①  AD 措置を WTO 紛争解決手続で争う場合には、パネ

ル及び上級委の判断基準に関し、AD 協定上、特別な規律

が適用される。 

第一に、パネル及び上級委は、調査手続中に提出さ

れた証拠しか用いることができず、紛争解決手続段階

で初めて提出された証拠に依拠して AD 措置が協定不整 
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合であると判断することはできない（AD 協定第

17.5(ii)条）。第二に、パネル及び上級委は、調査当

局の事実認定及び要件判断を前提に、それが適切であ

ったかどうかという観点から検討する（AD 協定第

17.6(i)条）。以上二つの制約は、WTO 紛争解決手続に

おいて AD 課税措置が協定不整合と判断されるには、

調査手続中に調査当局に提示された証拠及び事実関係

に照らして、調査当局の判断が不合理といえる必要が

あるということを意味する。WTO 紛争解決手続の活用

に当たっても、このような観点から協定不整合といえ

るかどうかが検討される。 

そのため、WTO 紛争解決手続の利用も視野に入れて

いる場合には、調査対象企業としても、調査手続中か

ら、上記の制約を踏まえて、調査対応する必要がある。具

体的には、重要な証拠は必ず調査手続で提出されていな

ければならない。また、調査記録に残るように、必要

な主張はすべて書面で明確に主張されている必要があ

る。WTO 先例上、質問状等において提供が求められる

情報だけが必ずしも重要とは限らないことから、調査

対象企業としては、上記 3 で説明した様々な機会をと

らえ、自発的に必要な証拠を提出していくことも検討

すべきである。たとえば、調査対象産品と同種の国産

品との間の競争関係についての情報を当局が積極的に

収集していないような場合でも、そのような証拠が損

害・因果関係の認定において重要であることを示した

先例があること等に留意すべきである。 

② WTO 紛争解決手続は政府が行う手続であるこ

とから、WTO 紛争解決手続を活用できる可能性が高い

案件については、調査手続中から、経済産業省をはじ

め政府との連携が重要となる。具体的には、調査初期

の段階から、調査当局の決定書や証拠等の関連文書を

共有するとともに、調査・認定の法的問題点や対応方

針等について随時情報交換しながら、紛争解決手続を

見据えて調査対応していくことが有用と考えられる。 

政府が WTO 紛争解決手続の利用を検討する場合には、

個別企業の利益に加えて、当該製品を輸出する産業界 

全体の利益も考慮する必要があることから、WTO 紛争

解決手続の活用に当たっては、当該産業界全体の支援

があることが望ましい。 

 

（４）ドーハ開発アジェンダにおける 

AD 協定改正交渉の進捗状況 
 

現行 AD 協定は、1994 年に終結したウルグアイ・ラ

ウンド交渉において改正されたものであるが、協定締

結後ほどなくして AD 措置の発動件数、発動国とも増大

する中で、現行ルールの解釈や適用方法等に大きな差

異が生じ、安易な措置の濫用が見られるようになって

きた。我が国は、自由貿易体制を維持し世界経済の発

展を促進するためには、AD 措置の濫用防止に向けた 

AD 規律の強化を行うことが必要であると考え、我が国

と同様の考えを持つ多くの国々とともに、新ラウンド

における AD 協定改正のための交渉の実現を求め、2000 

年 10 月 AD 規律強化を重視するグループ（AD フレンズ）

を立ち上げ、AD 協定改正交渉を主導した。しかしなが

ら、ドーハ開発アジェンダ交渉全体の停滞を受け、

2011 年 4 月の議長テキスト発出以降、交渉会合その

ものは開催されていない。改正交渉の詳細な経緯につ

いては、2016 年版不公正貿易報告書 339-343 頁参照。 

 

（５）最近の動向 
 

AD 措置の発動は、従来は、米国、EU、カナダ、豪州に

集中していた。これには、AD 制度を整備している国には

先進国が多いという事情もあった。しかし近年、中国や

インド、韓国、ブラジルなどの新興国による AD 措置の発

動が増加しており（図表Ⅱ‐6‐3 参照）、それらの国

から我が国に対する AD 措置も多く発動されている（図

表Ⅱ‐6‐4 参照）。これらの国の AD 調査は、手続の透

明性が低く、調査当局の決定に関する説明が不十分であ

り、利害関係者の十分な意見表明機会が確保されないな

ど問題も多いため、調査の手続や方法が AD 協定に整合

的かどうか特に注意を払っていくことが重要である。 
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合であると判断することはできない（AD 協定第

17.5(ii)条）。第二に、パネル及び上級委は、調査当

局の事実認定及び要件判断を前提に、それが適切であ

ったかどうかという観点から検討する（AD 協定第

17.6(i)条）。以上二つの制約は、WTO 紛争解決手続に

おいて AD 課税措置が協定不整合と判断されるには、

調査手続中に調査当局に提示された証拠及び事実関係

に照らして、調査当局の判断が不合理といえる必要が

あるということを意味する。WTO 紛争解決手続の活用

に当たっても、このような観点から協定不整合といえ

るかどうかが検討される。 

そのため、WTO 紛争解決手続の利用も視野に入れて

いる場合には、調査対象企業としても、調査手続中か

ら、上記の制約を踏まえて、調査対応する必要がある。具

体的には、重要な証拠は必ず調査手続で提出されていな

ければならない。また、調査記録に残るように、必要

な主張はすべて書面で明確に主張されている必要があ

る。WTO 先例上、質問状等において提供が求められる

情報だけが必ずしも重要とは限らないことから、調査

対象企業としては、上記 3 で説明した様々な機会をと

らえ、自発的に必要な証拠を提出していくことも検討

すべきである。たとえば、調査対象産品と同種の国産

品との間の競争関係についての情報を当局が積極的に

収集していないような場合でも、そのような証拠が損

害・因果関係の認定において重要であることを示した

先例があること等に留意すべきである。 

② WTO 紛争解決手続は政府が行う手続であるこ

とから、WTO 紛争解決手続を活用できる可能性が高い

案件については、調査手続中から、経済産業省をはじ

め政府との連携が重要となる。具体的には、調査初期

の段階から、調査当局の決定書や証拠等の関連文書を

共有するとともに、調査・認定の法的問題点や対応方

針等について随時情報交換しながら、紛争解決手続を

見据えて調査対応していくことが有用と考えられる。 

政府が WTO 紛争解決手続の利用を検討する場合には、

個別企業の利益に加えて、当該製品を輸出する産業界 

全体の利益も考慮する必要があることから、WTO 紛争

解決手続の活用に当たっては、当該産業界全体の支援

があることが望ましい。 

 

（４）ドーハ開発アジェンダにおける 

AD 協定改正交渉の進捗状況 
 

現行 AD 協定は、1994 年に終結したウルグアイ・ラ

ウンド交渉において改正されたものであるが、協定締

結後ほどなくして AD 措置の発動件数、発動国とも増大

する中で、現行ルールの解釈や適用方法等に大きな差

異が生じ、安易な措置の濫用が見られるようになって

きた。我が国は、自由貿易体制を維持し世界経済の発

展を促進するためには、AD 措置の濫用防止に向けた 

AD 規律の強化を行うことが必要であると考え、我が国

と同様の考えを持つ多くの国々とともに、新ラウンド

における AD 協定改正のための交渉の実現を求め、2000 

年 10 月 AD 規律強化を重視するグループ（AD フレンズ）

を立ち上げ、AD 協定改正交渉を主導した。しかしなが

ら、ドーハ開発アジェンダ交渉全体の停滞を受け、

2011 年 4 月の議長テキスト発出以降、交渉会合その

ものは開催されていない。改正交渉の詳細な経緯につ

いては、2016 年版不公正貿易報告書 339-343 頁参照。 

 

（５）最近の動向 
 

AD 措置の発動は、従来は、米国、EU、カナダ、豪州に

集中していた。これには、AD 制度を整備している国には

先進国が多いという事情もあった。しかし近年、中国や

インド、韓国、ブラジルなどの新興国による AD 措置の発

動が増加しており（図表Ⅱ‐6‐3 参照）、それらの国

から我が国に対する AD 措置も多く発動されている（図

表Ⅱ‐6‐4 参照）。これらの国の AD 調査は、手続の透

明性が低く、調査当局の決定に関する説明が不十分であ

り、利害関係者の十分な意見表明機会が確保されないな

ど問題も多いため、調査の手続や方法が AD 協定に整合

的かどうか特に注意を払っていくことが重要である。 
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＜図表 II-6-3＞WTO 発足以降の主要国の AD 調査開始件数の推移（2020 年 6 月末現在） 

開始年 

 

調 査 

開始国 

 

1995 

～ 

1999 

 

2000

～ 

2004

 

2005

～ 

2009

 

2010

～ 

2014

 

 

2015 

 

 

2016

 

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

  

 

2020. 

6.30 

 

合計

(1995～ 

2020) 

米国 134 222 83 87 42 37 55 34 33 58 786 

EU 186 117 102 63 11 14 9 8 11 2 523 

カナダ 56 77 18 45 3 14 14 14 6 6 253 

インド 132 268 192 148 30 69 49 32 59 57 1,036 

中国 5 104 69 40 11 5 24 16 14 0 288 

韓国 41 36 31 19 4 4 7 5 5 0 152 

インド 

ネシア 32 28 20 42 6 7 1 0 6 2 144 

トルコ 13 76 55 36 16 17 8 6 2 2 231 

メキシ 

コ 37 42 18 32 9 6 8 3 3 4 165 

ブラジ 

ル 68 48 64 189 23 11 7 7 1 3 421 

アルゼ 

ンチン 92 92 73 58 6 23 8 19 17 4 392 

日本 0 2 4 2 2 1 2 0 1 1 15 

その他 455 322 272 307 66 90 57 96 38  1,733 

合計 1,251 1,434 1,001 1,068 229 298 249 240 109  6,139 

出典：WTO統計1 単位：件（※複数の国に対する同一品目のAD調査は各々1件として計上している。） 

 

＜図表 II-6-4＞措置継続中の対日 AD 案件リスト（2020 年 6 月 30 日現在）2 

中国（20件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

光ファイバー 2005.01.01 2017.01.01 措置継続 

クロロプレン・ゴム 2005.05.10 2017.05.09 措置継続 

電解コンデンサ紙 2007.04.18 2019.04.18 措置継続 

ビスフェノールA（BPA） 2007.08.30 2013.08.29 措置継続 

アセトン 2008.06.09 2020.06.08 措置継続 

写真用印画紙 2012.03.22 2018.03.23 措置継続 

レゾルシノール（レゾルシン） 2013.03.23 2019.3.23 措置継続 

 

 

1 WTO ウェブページ（https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_InitiationsByRepMem.pdf） 
2 1995 年以降に対日 AD 措置がある国のうち、2019 年 6 月 30 日現在で対日 AD 措置を継続する国について、措置件数が多い順に列挙した。 
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中国（20件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

光ファイバー母材 2015.08.19 2018.07.11 措置継続 

メタクリル酸メチル 2015.12.01 
 

未漂白紙紙袋 2016.04.10 
 

ポリアクリロニトリル繊維 2016.07.14 
 

方向性電磁鋼板 2016.07.23 
 

Fe基アモルファス合金帯材 2016.11.18 
 

塩化ビニリデン・塩化ビニル共重

合体 

 

2017.04.20 

 

メチルイソブチルケトン 2018.03.20 
 

ヨウ化水素酸 2018.10.16 
 

アクリロニトリルブタジエンゴム 2018.11.08 
 

オルトジクロロベンゼン 2019.01.23 
 

ステンレスビレット、熱延鋼板 2019.07.22 
 

フェノール 2019.09.03 
 

出典：WTO 統計（G/ADP/N/342/CHN）※左記資料を基に必要な修正を行った。 

 

米国（19件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

PC鋼より線 1978.12.08 2015.04.23 措置継続 

溶接管継手 1987.02.10 2016.08.23 措置継続 

真鍮板 1988.08.12 2017.10.31 措置継続 

グレイ・ポルトランド・セメント 1991.05.10 2017.07.17 措置継続 

クラッド鋼板 1996.07.02 2018.12.18 措置継続 

ステンレス線材 1998.09.15 2016.08.15 措置継続 

ステンレス薄板 1999.07.27 2017.10.03 措置継続 

大径継目無鋼管 2000.06.26 2017.11.13 措置継続 

小径継目無鋼管 2000.06.26 2017.11.13 措置継続 
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中国（20件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

光ファイバー母材 2015.08.19 2018.07.11 措置継続 

メタクリル酸メチル 2015.12.01 
 

未漂白紙紙袋 2016.04.10 
 

ポリアクリロニトリル繊維 2016.07.14 
 

方向性電磁鋼板 2016.07.23 
 

Fe基アモルファス合金帯材 2016.11.18 
 

塩化ビニリデン・塩化ビニル共重

合体 

 

2017.04.20 

 

メチルイソブチルケトン 2018.03.20 
 

ヨウ化水素酸 2018.10.16 
 

アクリロニトリルブタジエンゴム 2018.11.08 
 

オルトジクロロベンゼン 2019.01.23 
 

ステンレスビレット、熱延鋼板 2019.07.22 
 

フェノール 2019.09.03 
 

出典：WTO 統計（G/ADP/N/342/CHN）※左記資料を基に必要な修正を行った。 

 

米国（19件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

PC鋼より線 1978.12.08 2015.04.23 措置継続 

溶接管継手 1987.02.10 2016.08.23 措置継続 

真鍮板 1988.08.12 2017.10.31 措置継続 

グレイ・ポルトランド・セメント 1991.05.10 2017.07.17 措置継続 

クラッド鋼板 1996.07.02 2018.12.18 措置継続 

ステンレス線材 1998.09.15 2016.08.15 措置継続 

ステンレス薄板 1999.07.27 2017.10.03 措置継続 

大径継目無鋼管 2000.06.26 2017.11.13 措置継続 

小径継目無鋼管 2000.06.26 2017.11.13 措置継続 
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米国（19件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

ブリキ及びティンフリー・スティ

ール 

 

2000.08.28 

 

2018.07.11 措置継続 

大径溶接ラインパイプ 2001.12.06 2019.10.11 措置継続 

ポリビニル・アルコール 2003.07.02 2015.05.27 措置継続 

熱拡散ニッケルめっき圧延平鋼製

品 

 

2014.05.29 

 

2019.10.09 措置継続 

無方向性電磁鋼板 2014.12.03 
 

冷延鋼板 2016.07.14 
 

熱延鋼板 2016.10.03 
 

厚板 2017.05.25 
 

鉄筋用棒鋼 2017.07.14 
 

グリシン 2019.06.21 
 

出典：WTO 統計（G/ADP/N/342/US）※左記資料を基に必要な修正を行った。 

 

インド（6件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

無水フタル酸 2015.12.04 
 

熱延鋼板・厚板 2016.08.08 
 

冷延鋼板 2016.08.17 
 

トルエンジイソシアネート 2018.01.23 
 

レゾルシン 2018.03.21 
 

メチルエチルケトン 2018.04.24 
 

出典：WTO 統計（G/ADP/N/342/IND） 
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韓国（6件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

 

ステンレス棒･形鋼 
2004.07.30 

（一部価格約束） 

 

2017.06.02 措置継続 

酢酸エチル 2008.08.25 2015.11.19 措置継続 

ステンレス厚板 2011.04.21 2016.12.06 措置継続 

エタノールアミン 2014.12.30 2018.08.31 措置継続 

空気圧伝送用バルブ 2015.08.19  

塗工印刷用紙 2018.07.22  

出典：WTO 統計（G/ADP/N/342/KOR） 

 

カナダ（3件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

鉄鋼厚板 2014.05.20 2020.03.13 措置継続 

大径溶接ラインパイプ 2016.10.20 
 

鉄筋用棒鋼 2017.05.03 
 

出典：WTO 統計（G/ADP/N/342/CAN） 

 

メキシコ（3件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

継目無鋼管 2000.11.11 2015.11.11 措置継続 

ポリブタジエン・スチレン樹脂 2019.01.26 
 

鋼板 2019.05.01 
 

出典：WTO 統計（G/ADP/N/342/MEX） 

 

豪州（2件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

合金鋼厚板 2014.11.05 2019.11.05 

熱間合金・非合金形鋼 2014.11.20 2019.11.20 

出典：WTO 統計（G/ADP/N/342/AUS） 
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韓国（6件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

 

ステンレス棒･形鋼 
2004.07.30 

（一部価格約束） 

 

2017.06.02 措置継続 

酢酸エチル 2008.08.25 2015.11.19 措置継続 

ステンレス厚板 2011.04.21 2016.12.06 措置継続 

エタノールアミン 2014.12.30 2018.08.31 措置継続 

空気圧伝送用バルブ 2015.08.19  

塗工印刷用紙 2018.07.22  

出典：WTO 統計（G/ADP/N/342/KOR） 

 

カナダ（3件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

鉄鋼厚板 2014.05.20 2020.03.13 措置継続 

大径溶接ラインパイプ 2016.10.20 
 

鉄筋用棒鋼 2017.05.03 
 

出典：WTO 統計（G/ADP/N/342/CAN） 

 

メキシコ（3件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

継目無鋼管 2000.11.11 2015.11.11 措置継続 

ポリブタジエン・スチレン樹脂 2019.01.26 
 

鋼板 2019.05.01 
 

出典：WTO 統計（G/ADP/N/342/MEX） 

 

豪州（2件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

合金鋼厚板 2014.11.05 2019.11.05 

熱間合金・非合金形鋼 2014.11.20 2019.11.20 

出典：WTO 統計（G/ADP/N/342/AUS） 
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タイ（2件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

ステンレス冷延鋼板 2003.03.13 2020.02.26 措置継続 

熱延鋼板 2003.05.27 2015.05.23 

出典：WTO 統計（G/ADP/N/350/THA） 

 

ブラジル（1件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

ラジアルタイヤ 2014.11.24 
 

出典：WTO 統計（G/ADP/N/342/BRA） 

 

EU（1件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

方向性電磁鋼板 2015.10.30 
 

出典：WTO 統計（G/ADP/N/342/EU） 

 

マレーシア（1件） 

調査・課税対象産品 賦課決定日 措置延長日 

広幅冷延鋼板非合金・合金鋼 2019.12.17 
 

出典：WTO 統計(G/ADP/N/342/MYS)  

 

（６）経済的視点及び意義 
 

AD 措置は GATT、WTO 協定上の特別措置であるが、制

度上、選択的に課税することが可能であるため、差別

的な貿易政策の手段として利用される危険性がある。

特に、税率という観点から見た場合、これまでのラウ

ンド交渉によって、米国、EU、カナダ、日本等の主要

国における鉱工業品に対する平均関税率が 5％未満ま

で低下してきたことへの反動の 1 つとして、米国、EU 

等で AD 措置が多発され、これらの措置には AD 税率が

100％を超えるものもあった。また、最近では国の成長

戦略において重要産業として位置づけられた特定の産

業の保護目的だと思われる AD 調査も見受けられる。

特に、他国の産業に競争力があり、それゆえに価格競

争力をもつ製品について、不透明な手続や方法により

ダンピングを認定し課税をすることで、自国産業の成長

のための時間稼ぎをする等の行為は問題視すべきと考え

られる。一度、高税率の AD 措置が発動されると、措置

発動国への対象品目の貿易量が激減若しくは停止してし

まうことになり（貿易冷却効果）、調査対象企業及び関

連産業（当該企業の製品を利用する輸入国の国内産業を

含む）へ甚大な影響を与えることとなる。 

 
①調査の開始による影響 

AD 措置はその調査開始のみでも、輸出者に大きな影響を

及ぼす。すなわち、AD 調査が開始された時点で、将来 

AD 税が課税されるおそれが生じるため、輸出者の輸出意

欲を阻害する可能性がある。 

また、いったん AD 調査が開始されると、調査対象企業が

当局の要求する詳細な質問状に回答するためには、短期間
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に多大な労力と時間、そして費用が必要とされ、こうし

た負担は、通常の企業活動にも影響を及ぼす可能性が

ある。このように AD 調査は措置のいかんにかかわら

ず、調査開始自体が企業の脅威となり得るのである。

更に、当局の調査に対する調査対象企業の回答 の負

担が大きいことから、場合によっては当該企業が 部

分的に回答を放棄するケースがしばしば見られる。 

こうした場合、ファクツ・アヴェイラブル（facts 

available）が適用されることになる。このファク

ツ・アヴェイラブルとは、調査対象企業が回答を提出

しない、又は調査対象企業が提出した回答の内容を調

査当局において検証できない場合に、調査当局が収集

しえた資料のみで事実認定や各種決定を行うことをい

う。調査当局がファクツ・アヴェイラブルに基づいて

決定を行い得ることは AD 協定にも明記されている

（AD 協定第 6.8 条）。 

 
②技術革新への影響（AD 課税対象産品の不当な拡大） 

AD 税は、AD 調査によってダンピングとそれによる 

損害の発生が認定された製品についてのみ課税される。

AD 課税決定においては、そのような要件が認められた

製品の範囲が課税対象として明示される。 

AD 課税決定後に開発された新製品（後開発製品）に

ついても、このような課税対象製品の範囲に含まれ

る と考えられる場合には、課税の対象とされること

とな るが、調査対象製品の定義を広く解釈し、実際

上、課 税対象製品の範囲を拡大しているとみられる

例もある。また、調査対象製品と同類の後開発製品に対

して AD 税を賦課する制度を迂回防止措置の一環として

設ける例もある。さらに、当初から、調査対象製品の

範囲を広く設定することで、実際上、迂回を防止しよ

うとする例もある。しかし、後開発製品の種類や性質

が課税対象製品と大きく異なる場合には、両製品に用

いられる 技術や市場の相違に照らして当初調査され

た国内産業が新しい産品による影響を受けているのか

否かを改めて調査して、AD 課税の可否を検討すべきで

あり、新たな調査なしに既存の AD 課税を適用するこ

とには明らかに問題がある。 

このように課税対象産品の範囲が不当に拡大さ

れると、新商品の開発、消費者の選択範囲の阻害、

ひいては技術革新に影響を与えると考えられる。他方

で、調査対象製品との差があまりない後開発製品が 

AD 課税の対象から外れることになると、国内産業を

保護する目的の AD 措置の実効性を損なう可能性もある。 

このような弊害にも配慮しつつ、急速に進みつつある

技術革新を阻害することがないよう、問題解決のための

方策について検討していく必要がある。 

 
③生産活動のグローバリゼーションへの影響 

近年、経済のグローバリゼーションに伴い、輸出先や

コストの安い開発途上国に生産を移転する海外生産が活

発化している。しかし、それまで我が国からの輸出によ

って供給されていた産品に AD 税が賦課されていた場合

には、当該生産移転が AD 課税の迂回行為とみなされる

ことがあり、その結果、投資の流れを萎縮させたり、歪

曲させたりするおそれも大きい。 

また、我が国企業が開発途上国に生産移転又は生産委

託等を行った場合において、第三国から当該国に対して

新たに AD 措置が発動され、生産品が対象となってしま

うケースも見られる。この場合、我が国が調査対象とな

っているわけではないので日本政府としても対応は難し

くなる。近年、中国やインド等により AD 措置が積極的に発

動されていることを十分認識し、我が国企業が海外進出

するときは、生産活動のグローバリゼーションに伴うリ

スクの一つとして注意する必要がある。 

 
④まとめ 

上述のように、AD 措置は、GATT、WTO 協定上、不公正

な貿易に対抗するために加盟国に認められた措置である一

方で、一度発動されると、輸出取引に多大な影響を及ぼす

ため、その恣意的な発動は企業活動に様々なマイナスの

影響を与え得る。また、AD 措置が濫用された場合、輸入

国のユーザー産業及び消費者が不利益を被る可能性もある。

したがって、AD 制度は、恣意的な発動による悪影響に十分

留意しつつ、不公正な貿易により損害を被っている輸入国

の国内産業を救済するために適切に活用されなければな

らない。 

 

（７）対中アンチ・ダンピング課税における

第三国価格の使用（いわゆる市場経

済国問題）について 

 
①問題の所在 

中国からの輸出に対するダンピング・マージン（正常

価額と輸出価格の差額）の認定においては､ 2001 年の 

WTO 加盟時の取決め（中国加盟議定書）に基づき、正常
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に多大な労力と時間、そして費用が必要とされ、こうし

た負担は、通常の企業活動にも影響を及ぼす可能性が

ある。このように AD 調査は措置のいかんにかかわら

ず、調査開始自体が企業の脅威となり得るのである。

更に、当局の調査に対する調査対象企業の回答 の負

担が大きいことから、場合によっては当該企業が 部

分的に回答を放棄するケースがしばしば見られる。 

こうした場合、ファクツ・アヴェイラブル（facts 

available）が適用されることになる。このファク

ツ・アヴェイラブルとは、調査対象企業が回答を提出

しない、又は調査対象企業が提出した回答の内容を調

査当局において検証できない場合に、調査当局が収集

しえた資料のみで事実認定や各種決定を行うことをい

う。調査当局がファクツ・アヴェイラブルに基づいて

決定を行い得ることは AD 協定にも明記されている

（AD 協定第 6.8 条）。 

 
②技術革新への影響（AD 課税対象産品の不当な拡大） 

AD 税は、AD 調査によってダンピングとそれによる 

損害の発生が認定された製品についてのみ課税される。

AD 課税決定においては、そのような要件が認められた

製品の範囲が課税対象として明示される。 

AD 課税決定後に開発された新製品（後開発製品）に

ついても、このような課税対象製品の範囲に含まれ

る と考えられる場合には、課税の対象とされること

とな るが、調査対象製品の定義を広く解釈し、実際

上、課 税対象製品の範囲を拡大しているとみられる

例もある。また、調査対象製品と同類の後開発製品に対

して AD 税を賦課する制度を迂回防止措置の一環として

設ける例もある。さらに、当初から、調査対象製品の

範囲を広く設定することで、実際上、迂回を防止しよ

うとする例もある。しかし、後開発製品の種類や性質

が課税対象製品と大きく異なる場合には、両製品に用

いられる 技術や市場の相違に照らして当初調査され

た国内産業が新しい産品による影響を受けているのか

否かを改めて調査して、AD 課税の可否を検討すべきで

あり、新たな調査なしに既存の AD 課税を適用するこ

とには明らかに問題がある。 

このように課税対象産品の範囲が不当に拡大さ

れると、新商品の開発、消費者の選択範囲の阻害、

ひいては技術革新に影響を与えると考えられる。他方

で、調査対象製品との差があまりない後開発製品が 

AD 課税の対象から外れることになると、国内産業を

保護する目的の AD 措置の実効性を損なう可能性もある。 

このような弊害にも配慮しつつ、急速に進みつつある

技術革新を阻害することがないよう、問題解決のための

方策について検討していく必要がある。 

 
③生産活動のグローバリゼーションへの影響 

近年、経済のグローバリゼーションに伴い、輸出先や

コストの安い開発途上国に生産を移転する海外生産が活

発化している。しかし、それまで我が国からの輸出によ

って供給されていた産品に AD 税が賦課されていた場合

には、当該生産移転が AD 課税の迂回行為とみなされる

ことがあり、その結果、投資の流れを萎縮させたり、歪

曲させたりするおそれも大きい。 

また、我が国企業が開発途上国に生産移転又は生産委

託等を行った場合において、第三国から当該国に対して

新たに AD 措置が発動され、生産品が対象となってしま

うケースも見られる。この場合、我が国が調査対象とな

っているわけではないので日本政府としても対応は難し

くなる。近年、中国やインド等により AD 措置が積極的に発

動されていることを十分認識し、我が国企業が海外進出

するときは、生産活動のグローバリゼーションに伴うリ

スクの一つとして注意する必要がある。 

 
④まとめ 

上述のように、AD 措置は、GATT、WTO 協定上、不公正

な貿易に対抗するために加盟国に認められた措置である一

方で、一度発動されると、輸出取引に多大な影響を及ぼす

ため、その恣意的な発動は企業活動に様々なマイナスの

影響を与え得る。また、AD 措置が濫用された場合、輸入

国のユーザー産業及び消費者が不利益を被る可能性もある。

したがって、AD 制度は、恣意的な発動による悪影響に十分

留意しつつ、不公正な貿易により損害を被っている輸入国

の国内産業を救済するために適切に活用されなければな

らない。 

 

（７）対中アンチ・ダンピング課税における

第三国価格の使用（いわゆる市場経

済国問題）について 

 
①問題の所在 

中国からの輸出に対するダンピング・マージン（正常

価額と輸出価格の差額）の認定においては､ 2001 年の 

WTO 加盟時の取決め（中国加盟議定書）に基づき、正常
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価額として、中国の国内販売価格以外の代替価格（第

三国の国内販売価格等）を用いて、代替価格と中国か

らの輸出価格を比較することが可能となっている。 

この背景には､中国については､国による過剰な補

助金や低利融資、また国有企業による競争歪曲性等の

問題が存在し､市場経済化が不十分で､真の国内価格

が分からなかったり､不相当に低かったりするため､輸

出価格との適切な価格比較ができず､適切な差額（ダ

ンピング・マージン）が出にくいという認識がある｡ 

この根拠規定の一部(中国加盟議定書第 15 条

(a)(ii)1)が､中国の WTO 加盟から 15 年経過後の 

2016年 12 月 11 日に失効したことに伴い､その後の

取り扱いが国際的な議論になった（「市場経済国問

題」）｡ 

市場経済国問題は、根拠規定の一部が失効すること

に伴う法的な解釈論であると共に､中国における過剰

設備問題の背景に､政府による市場歪曲的な補助金（政

府系金融機関による特定産業に対する市場歪曲的な低

利融資等も含んだ概念）があるとされている中､中国

を市場経済的な国として扱うかどうかという文脈で

も注目されている｡ 

 
②各国の対応方針 

（a） 米国 

米国は、米国 AD 法令（1930 年関税法§1677(18)） 

において、AD 課税の調査において代替価格を使用でき

る「非市場経済（NME）国」の定義を設け、別途米商務

省が、「中国」について NME 国である旨認定している。

中国加盟議定書に基づき、第 15 条(a)(ii)失効後も、

引き続き中国の NME 国扱いを維持し、中国に対する AD 

調査において、代替価格を使用する方針であり、

2017 年 10 月、中国産アルミ箔に対する AD 調査におい

て、国内法に基づき、2006 年以来 11 年ぶりに、改め

                            
1 参考：中国加入議定書第 15 条 

（ａ）(AD 協定の下における価格比較可能性の決定にあたり)､輸入国である WTO 加盟国は､調査の対象となる産業について､中国の価格又はコス

トを用いるか､又は以下の規則に基づき､中国における国内価格又はコストとの厳密な比較にはよらない方法を用いるものとする｡ 

（ⅰ）調査の対象となる生産者が､同種の産品を生産している産業において､当該産品の製造､生産及び販売に関し市場経済の条件が普遍的であ

る旨を明らかに示すことができる場合には､輸入国である WTO 加盟国は､価格比較可能性を決定するに当たり､調査の対象となる産業について中

国の価格又はコストを用いる｡ 

（ⅱ）調査の対象となる生産者が､同種の産品を生産している産業において､当該産品の製造､生産及び販売に関し市場経済の条件が普遍的であ

る旨を明らかに示すことができない場合には､輸入国である WTO 加盟国は､中国における国内価格又はコストとの厳密な比較にはよらない方法を

用いることができる｡ 

(中 略) 

（ｄ）輸入国である WTO 加盟国の国内法において､中国が自国は市場経済国であることを証明したときは､この節の(a)の規定の適用は終了する｡

この場合において､当該輸入国の国内法には､加入の日の時点で､市場経済国についての基準が含まれていなければならない｡いずれの場合であっ

ても､この節の(a)(ⅱ)の規定は､加入後 15 年の経過をもって失効する｡さらに､輸入国である WTO 加盟国の国内法に従い､中国が特定の産業又は

部門において市場経済の条件が普遍的であることを証明したときは､この節の(a)に規定された非市場経済条項は､当該産業又は部門について適

用されない。 

て、中国について NME 国である旨を認定した。当該認定は、

中国が NME 国である理由として、中国政府及び共産党等が、

主要な経済主体（金融機関、製造業・エネルギー産業・

インフラ産業等）の保有等を通じ、また、産業計画等に

よる達成目標の指示等によって、資源配分を直接・関接

に管理し、経済主体のインセンティブを歪めているため、

中国では市場原理が十分に機能しているとはいえないこ

とを挙げている。 

 
（b） EU 

EU は、2017 年 12 月に AD 規則を改正した（EU 規則

No.2017/2321）。改正前の AD 規 則 （ EU 規則

No.2016/1036）では、代替価格を使用しうる「NME 国」と

して、中国等の国名を明示し、原則として、AD 課税調査に

おける代替価格の使用を義務づけていたが、改正後の AD 

規則では、「NME 国」という用語を用いず、また、規則に

おいて特定国を明示することなく、重大な市場歪曲が認

められる国・産業について、代替価格を使用できる、と

いう規定ぶりとなった。ただし、新規則は、欧州委員会が、

十分な根拠を有する場合には、特定の国・産業について、重

大な市場歪曲が認められる旨のレポートを発出する旨を規

定している。欧州委員会は、新規則に基づき、2017 年 12 

月、中国について重大な市場歪曲が認められる旨のレポー

トを発出しており、対中 AD 調査において代替価格を使

用継続できることを明確化している。なお、上記レポートで

は、①中国における経済活動の枠組みの特徴として、引

き続き、国家が資源の分配及び価格について決定的な影

響力を及ぼしていること、②生産に影響する要素（土地、

エネルギー、資本制度、原材料、労働力等）の分配及び

価格付けが、国家によって重度に影響を受けていること、

③EU の AD 調査対象となることが多い 4 つの産業（鉄鋼、

アルミ、化学、セラミック）についても、個別に検討し

た結果、①・②の認定内容が確認できること、といった認
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定に基づいて、中国では、価格・コストが、重大な政

府介入に影響されており、自由な市場の力で形成され

ているとはいえないため、重大な市場歪曲がある、と

結論づけている。 

 

（c） 我が国 

我が国では、「不当廉売関税に関する政令」（第 2 

条第 3 項）において、中国に対する AD 課税調査に第三

国価格を使用できる旨規定している。2016 年 12 月 11 

日以降も引き続き、中国産品に対する AD 調査において

第三国価格は使用可能と解釈し、これを明確化するた

め、「不当廉売関税に関する手続等についてのガイド

ライン」に所要の修正を行った。 

 

（d） その他の国々 

豪州は中国との FTA 交渉入り前の 2005 年に、中国

をAD 調査で市場経済国扱いすると表明し、韓国も2005 

年､中国を AD 調査で市場経済国扱いすることを約束し､

調査実務上､中国産品に対する AD 調査において､他の

市場経済国の産品に対する AD 調査と同じ規律を適用

している。ブラジルは､2004 年に中国に対して市場経

済国扱いすることを政治的に約束したものの､現時点

まで国内法令を変更しておらず､調査実務上は中国産

品に対する AD 調査において第三国価格の使用を継続

している｡ 

これに対して､カナダは､2018 年12 月11 日の一部根

拠失効後も､中国に対して AD 調査で､第三国価格を使

用できる規定を維持している｡また､インドは､国内法

令･調査実務上､中国に対する AD 調査において第三国

価格の使用が可能であり､特段変更する予定を発表し

ていない｡ 

 

③WTO 紛争解決手続 

2016 年12 月12 日､中国は､米国及びEU に対して､市

場経済国問題に関して､WTO 上の二国間協議要請を行

った｡ 

対米国ケース（DS515）については、2017 年 11 月、上

記アルミ箔 AD 調査における NME 国再認定等を踏まえて、

中国が米国に対し二度目の協議要請を行ったが、その後中

国は米国に対してパネル設置要請を行っていない。 

対 EU ケース（DS516）は、2017 年 4 月にパネルが設置

され、日本、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、オース

トラリア、ロシア等 20 か国が第三国参加し、パネル手続

が進行していたが、2019 年 6 月 24 日、DSU12.12 条

に基づく中国からの要請を受け、パネルは手続を停止した

（パネル停止から 1 年をもってパネルは解散することと

なる。）。なお、米国は、第三国意見書（公開済み）に

おいて、①そもそも GATT第 6 条上、正常価額と輸出価格

の間には「比較可能性」が求められるところ、NME 国では、

国内価格・費用は、歪曲しており、比較可能性を欠くため、

正常価額として使用する必要はない、②加盟議定書 15 条

(a)(ii)失効後も、(a)の残存文言は、GATT第 6 条の上記

解釈を確認する内容なので、対中 AD 調査においても、（中

国が NME 国である限り）引き続き代替価格は使用可能で

ある、③中国は現在も NME 国であるから、各加盟国は依然

として代替価格を使用できる、という法的主張を展開してい

る。 

 

（８）我が国におけるダンピング行為への

対応 

 
我が国における AD 協定に対応する法規としては、関

税定率法第 8 条、不当廉売関税に関する政令、不当廉売関

税に関する手続等についてのガイドラインの 3 つがある。

ダンピング輸入によって我が国産業に損害が生じている

旨の申請が我が国産業界からあった場合、これらの法規

に基づき対処することとなっている2。なお、貿易救済

制度に関する疑問点や申請手続等について、調査当局は

随時質問・相談に応じており、ウェブページにも申請手引

きや輸入モニタリングシステムなど申請に役立つ各種情報、

ツールを掲載している3。最近の調査の概要は、以下のとお

りである。 

 
  

                            
2 これらの法規は、WTO 協定との整合性を保ちながら、随時見直しを行っている。平成 29 年４月には、申請負担軽減の観点から、不当廉売関税に関する政令及び

不当廉売関税に関する手続き等についてのガイドラインを改正した。

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/trade-remedy/20170401_release.pdf 
3 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/index.html 
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定に基づいて、中国では、価格・コストが、重大な政

府介入に影響されており、自由な市場の力で形成され

ているとはいえないため、重大な市場歪曲がある、と

結論づけている。 

 

（c） 我が国 

我が国では、「不当廉売関税に関する政令」（第 2 

条第 3 項）において、中国に対する AD 課税調査に第三

国価格を使用できる旨規定している。2016 年 12 月 11 

日以降も引き続き、中国産品に対する AD 調査において

第三国価格は使用可能と解釈し、これを明確化するた

め、「不当廉売関税に関する手続等についてのガイド

ライン」に所要の修正を行った。 

 

（d） その他の国々 

豪州は中国との FTA 交渉入り前の 2005 年に、中国

をAD 調査で市場経済国扱いすると表明し、韓国も2005 

年､中国を AD 調査で市場経済国扱いすることを約束し､

調査実務上､中国産品に対する AD 調査において､他の

市場経済国の産品に対する AD 調査と同じ規律を適用

している。ブラジルは､2004 年に中国に対して市場経

済国扱いすることを政治的に約束したものの､現時点

まで国内法令を変更しておらず､調査実務上は中国産

品に対する AD 調査において第三国価格の使用を継続

している｡ 

これに対して､カナダは､2018 年12 月11 日の一部根

拠失効後も､中国に対して AD 調査で､第三国価格を使

用できる規定を維持している｡また､インドは､国内法

令･調査実務上､中国に対する AD 調査において第三国

価格の使用が可能であり､特段変更する予定を発表し

ていない｡ 

 

③WTO 紛争解決手続 

2016 年12 月12 日､中国は､米国及びEU に対して､市

場経済国問題に関して､WTO 上の二国間協議要請を行

った｡ 

対米国ケース（DS515）については、2017 年 11 月、上

記アルミ箔 AD 調査における NME 国再認定等を踏まえて、

中国が米国に対し二度目の協議要請を行ったが、その後中

国は米国に対してパネル設置要請を行っていない。 

対 EU ケース（DS516）は、2017 年 4 月にパネルが設置

され、日本、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、オース

トラリア、ロシア等 20 か国が第三国参加し、パネル手続

が進行していたが、2019 年 6 月 24 日、DSU12.12 条

に基づく中国からの要請を受け、パネルは手続を停止した

（パネル停止から 1 年をもってパネルは解散することと

なる。）。なお、米国は、第三国意見書（公開済み）に

おいて、①そもそも GATT第 6 条上、正常価額と輸出価格

の間には「比較可能性」が求められるところ、NME 国では、

国内価格・費用は、歪曲しており、比較可能性を欠くため、

正常価額として使用する必要はない、②加盟議定書 15 条

(a)(ii)失効後も、(a)の残存文言は、GATT第 6 条の上記

解釈を確認する内容なので、対中 AD 調査においても、（中

国が NME 国である限り）引き続き代替価格は使用可能で

ある、③中国は現在も NME 国であるから、各加盟国は依然

として代替価格を使用できる、という法的主張を展開してい

る。 

 

（８）我が国におけるダンピング行為への

対応 

 
我が国における AD 協定に対応する法規としては、関

税定率法第 8 条、不当廉売関税に関する政令、不当廉売関

税に関する手続等についてのガイドラインの 3 つがある。

ダンピング輸入によって我が国産業に損害が生じている

旨の申請が我が国産業界からあった場合、これらの法規

に基づき対処することとなっている2。なお、貿易救済

制度に関する疑問点や申請手続等について、調査当局は

随時質問・相談に応じており、ウェブページにも申請手引

きや輸入モニタリングシステムなど申請に役立つ各種情報、

ツールを掲載している3。最近の調査の概要は、以下のとお

りである。 

 
  

                            
2 これらの法規は、WTO 協定との整合性を保ちながら、随時見直しを行っている。平成 29 年４月には、申請負担軽減の観点から、不当廉売関税に関する政令及び

不当廉売関税に関する手続き等についてのガイドラインを改正した。

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/trade-remedy/20170401_release.pdf 
3 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/index.html 
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＜図表 II-6-5＞豪州、スペイン、中国及び南アフリカ産電解二酸化マンガン 

〈経 緯〉 

2007年 1月31日   AD税の賦課申請受理（申請者は我が国生産者2社） 

4月27日   調査開始 

2008年 6月14日   暫定AD税の賦課開始 

9月 1日   確定AD税の賦課開始 

2012年 8月30日   AD税の課税期間の延長申請受理（申請者は我が国生産者2社） 

※豪州は延長申請対象から除外 

10月30日   AD税の課税期間の延長調査を開始 

2013年10月15日   課税期間延長に関する調査期間を延長 

2014年 3月 6日   AD税の課税期間の延長 

2018年 3月 2日   AD税の課税期間の延長申請受理（申請者は我が国生産者2社） 

※スペイン、南アフリカは延長申請対象から除外 

4月18日   AD税の課税期間の延長調査を開始 

2019年 3月 1日   AD税の課税期間の延長 

〈AD税率〉 

中国：46.5％（1社：34.3％） 

 

＜図表Ⅱ‐6‐6＞ 中国産トルエンジイソシアナート 

 

＜図表Ⅱ‐6‐7＞ 韓国及び中国産水酸化カリウム 

 
 

〈AD税率〉 

中国：69.4％ 

〈経 緯〉 

2013年12月17日  AD税の賦課申請受理（申請者は我が国生産者1社） 

2014年 2月14日  調査開始 

12月 4日  仮決定 

12月25日  暫定AD税の賦課開始 

2015年 2月12日  調査期間延長 

   4月25日  AD税賦課 

2020年 4月24日  確定措置満了 

（AD税率） 

韓国：49.5％ 

中国：73.7％ 

〈経 緯〉 

2015年 4月 3日  AD税の賦課申請受理（申請者は我が国1産業団体） 

5月26日  調査開始 

2016年 3月25日  仮決定 

4月 9日  暫定AD税の賦課開始 

8月 9日  AD税賦課 

2020年 8月31日  AD税の課税期間の延長調査を開始 
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＜図表Ⅱ‐6‐8＞ 中国産高重合度ポリエチレンテレフタレート 

 

＜図表Ⅱ‐6‐9＞ 韓国及び中国産炭素鋼製突合せ溶接式継手 

 
 

＜図表Ⅱ‐6‐10＞ 中国産トリス（クロロプロピル）ホスフェート 

 

 

＜図表Ⅱ‐6‐11＞大韓民国産炭酸カリウム 

〈経 緯〉 

2020年 4月30日  AD税の賦課申請受理（申請者は我が国生産者が所属する業界団体） 

6月29日  調査開始 

2021年 2月25日  仮決定 

 

 

  

（AD税率） 

韓国：41.8～69.2％（供給者ごとに異なる） 

中国：57.3％ 

2017年 3月 6日  AD税の賦課申請受理（申請者は我が国生産者3社） 

3月31日  調査開始 

2017年12月 8日  仮決定 

12月28日  暫定AD税の賦課開始 

2018年 3月31日  AD税賦課 

（AD税率） 

中国：37.2％ 

〈経 緯〉 

2019年 8月 5日 AD税の賦課申請受理（申請者は我が国生産者1社） 

9月26日  調査開始 

2020年 5月25日  仮決定 

6月27日 暫定AD税の賦課開始 

9月17日 AD税賦課 

（AD税率） 

中国：39.8～53.0％（供給者ごとに異なる） 

〈経 緯〉 

2016年 9月 6日  AD税の賦課申請受理（申請者は我が国生産者4社） 

9月30日  調査開始 

2017年 8月 4日  仮決定 

9月 2日  暫定AD税の賦課開始 

12月28日  AD税賦課 
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＜図表Ⅱ‐6‐8＞ 中国産高重合度ポリエチレンテレフタレート 

 

＜図表Ⅱ‐6‐9＞ 韓国及び中国産炭素鋼製突合せ溶接式継手 

 
 

＜図表Ⅱ‐6‐10＞ 中国産トリス（クロロプロピル）ホスフェート 

 

 

＜図表Ⅱ‐6‐11＞大韓民国産炭酸カリウム 

〈経 緯〉 

2020年 4月30日  AD税の賦課申請受理（申請者は我が国生産者が所属する業界団体） 

6月29日  調査開始 

2021年 2月25日  仮決定 

 

 

  

（AD税率） 

韓国：41.8～69.2％（供給者ごとに異なる） 

中国：57.3％ 

2017年 3月 6日  AD税の賦課申請受理（申請者は我が国生産者3社） 

3月31日  調査開始 

2017年12月 8日  仮決定 

12月28日  暫定AD税の賦課開始 

2018年 3月31日  AD税賦課 

（AD税率） 

中国：37.2％ 

〈経 緯〉 

2019年 8月 5日 AD税の賦課申請受理（申請者は我が国生産者1社） 

9月26日  調査開始 

2020年 5月25日  仮決定 

6月27日 暫定AD税の賦課開始 

9月17日 AD税賦課 

（AD税率） 

中国：39.8～53.0％（供給者ごとに異なる） 

〈経 緯〉 

2016年 9月 6日  AD税の賦課申請受理（申請者は我が国生産者4社） 

9月30日  調査開始 

2017年 8月 4日  仮決定 

9月 2日  暫定AD税の賦課開始 

12月28日  AD税賦課 
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（７）WTO 紛争処理手続に至った AD ケー

ス 
 

WTO 発足以降、2021 年 2 月末までに、WTO 紛争解決手

続に基づく協議要請がされた紛争は全体で 521 件、その

うち AD 措置に関する事案は 135 件で、我が国が要請し

たのは 7 件である 6。具体的には、DS162（米国‐1916 

年 AD 法）、DS184（米国‐日本製熱延鋼板 AD 措置）、

DS244（米国‐日本製表面処理鋼板 AD のサンセット・

レビュー）、DS322（米国‐ゼロイング及びサンセッ

ト・レビューに関する措置）、DS454（中国‐日本製高

性能ステンレス継目無鋼管 AD 措置）、DS504（韓国‐

日本製空気圧バルブ）及び DS553（韓国・日本製ステ

ンレス棒鋼）である（各紛争の申立国、経過等は資料

編第 3 章参照）。 
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      AD協定第3条の損害論と韓国バルブAD案件（DS504） 

韓国バルブ案件は、2019年9月の上級委報告で、

韓国のAD協定第3.2条等違反が確定し韓国が履行

義務を負った（2020年版不公正貿易報告書コラム

参照）。本文中で指摘したように、韓国は履行期

間を徒過した2020年8月の段階で措置を撤廃し、

本件は終了した。 

本稿は、同事件で問題となった価格比較可能性

の論点に関する先例を紹介し、WTO先例の発展の

中に同事件上級委判断を位置づけるものである。 

 

1. 問題の所在 

AD協定第3.5条第一文は、因果関係は「ダンピ

ングの及ぼす影響により・・・損害を与えている

ことが立証されなければならない（must be 

demonstrated）」と、因果関係の立証義務を定め

る。また、同第三文は「当局は、ダンピング輸入

以外の要因であって、国内産業に対して同時に損

害を与えていることが知られているいかなる要因

も検討するものとし、また、これらの他の要因に

よる損害の責めをダンピング輸入に帰してはなら

ない」と規定し、いわゆるnon-attribution（非

帰責）分析の義務を課している。また、別途、第

3.2条第二文は「考慮するshall consider」という

文言を用いつつ、ダンピング輸入による国内産品

への価格面の影響を確認しなければならないかの

ような文言がある。これらの条文がいかなる関係

にあり、また、具体的にいかなる立証を要求して

いるのかは文言だけでは明確ではない。実際に、

しばしば「国内産業の損害はダンピングが主たる

要因ではない」という主張はAD対象国から提示さ

れるが、伝統的には、発動当局が因果関係に関し

必ずしも精緻な分析をしていたわけではなかった。 

 

2. 第3.5条非帰責分析の精緻化と限界（DS184／

DS219） 

上級委は、米国―熱延鉄鋼（US-Hot-Rolled 

Steel）（DS184/AB）において、提訴国である日本

のイニシアチブに基づき、「第3.5条上、調査当局

が他の知れたる事情の影響がダンピング輸入に帰

責されないようにするためには、結局それら他の

事情が与える損害を測定しなければならない」と、

第 3.5 条 第 三 文 に 着 目 し た 。「 論 理 的 に

（logically）、その種の測定作業は、ダンピング

輸入による損害と他の事情による損害との区別

（separate and distinguish）を伴う。かかる区

別なしにダンピング輸入により損害が生じたこと

を確認できるはずがない」と（223段落目）、「区

別（separate and distinguish）」という言葉を用

いて非帰責分析義務を厳格に解釈し、ダンピング

と国内産業の因果関係の認定をより慎重に行うこ

とを求め、AD措置発動の濫用を許容しない姿勢を

示した。 

しかし、本件上級委判断は、「法的な問題」の

みを扱う（DSU第17.6条）という上級委の設計・

権限に従い、具体的事案から離れた第3.5条の解

釈という抽象的な「法的な問題」ないし「法的解

釈」を争点としてなされた。そして、あくまで同

3.5条の条文解釈という枠の中で、他の事情の区

別（separate and distinguish）という言い換え

により同条規範の明確化を試みた。ダンピング輸

入の影響と他の事情の影響が混在したままでは、

ダンピングと損害との因果関係を確認する術はな

い、「それが容易ではないとしてもそれこそが協

定上求められていることである」（228段落目）と、

具体的な解決策には踏み込まず協定解釈の問題と

して協定解釈上の要請を指摘するにとどまった。

しかし、調査実務への指針が明確にならなかった

結果として、実務への影響力も限られたものとな

ってしまった。 

EU－パイプ（DS219）上級委報告書は、上記米

国―熱延鉄鋼（DS184）を踏まえつつ、その実務

への影響を打ち消した。ダンピング以外の介在事

情について、報告書内で個別に適示したうえで

「主たる要因とは言えない」と定性的な評価を下

すのみであったEUの調査手法について、協定上特

定の評価方法が定められていないことを背景に、

協定整合的と解した。これによれば、調査当局と

しては、提訴国が主張する個々の「他の事情」に

ついて言及した上で、ひとまず「重大ではない」

「因果関係を断ち切るほどではない」という定性

的な評価を加えればいいということになる。これ

は、DS184以前のAD実務を追認するということに

ほかならず、第3.5条第三文が「帰してはならな

いmust not be attributed」とする文言からも、

DS184 が 他 の 事 情 を 「 区 別 （ separate and 

distinguish）」すべきとした趣旨にも整合的でな

コ ラ ム 
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      AD協定第3条の損害論と韓国バルブAD案件（DS504） 

韓国バルブ案件は、2019年9月の上級委報告で、

韓国のAD協定第3.2条等違反が確定し韓国が履行

義務を負った（2020年版不公正貿易報告書コラム

参照）。本文中で指摘したように、韓国は履行期

間を徒過した2020年8月の段階で措置を撤廃し、

本件は終了した。 

本稿は、同事件で問題となった価格比較可能性

の論点に関する先例を紹介し、WTO先例の発展の

中に同事件上級委判断を位置づけるものである。 

 

1. 問題の所在 

AD協定第3.5条第一文は、因果関係は「ダンピ

ングの及ぼす影響により・・・損害を与えている

ことが立証されなければならない（must be 

demonstrated）」と、因果関係の立証義務を定め

る。また、同第三文は「当局は、ダンピング輸入

以外の要因であって、国内産業に対して同時に損

害を与えていることが知られているいかなる要因

も検討するものとし、また、これらの他の要因に

よる損害の責めをダンピング輸入に帰してはなら

ない」と規定し、いわゆるnon-attribution（非

帰責）分析の義務を課している。また、別途、第

3.2条第二文は「考慮するshall consider」という

文言を用いつつ、ダンピング輸入による国内産品

への価格面の影響を確認しなければならないかの

ような文言がある。これらの条文がいかなる関係

にあり、また、具体的にいかなる立証を要求して

いるのかは文言だけでは明確ではない。実際に、

しばしば「国内産業の損害はダンピングが主たる

要因ではない」という主張はAD対象国から提示さ

れるが、伝統的には、発動当局が因果関係に関し

必ずしも精緻な分析をしていたわけではなかった。 

 

2. 第3.5条非帰責分析の精緻化と限界（DS184／

DS219） 

上級委は、米国―熱延鉄鋼（US-Hot-Rolled 

Steel）（DS184/AB）において、提訴国である日本

のイニシアチブに基づき、「第3.5条上、調査当局

が他の知れたる事情の影響がダンピング輸入に帰

責されないようにするためには、結局それら他の

事情が与える損害を測定しなければならない」と、

第 3.5 条 第 三 文 に 着 目 し た 。「 論 理 的 に

（logically）、その種の測定作業は、ダンピング

輸入による損害と他の事情による損害との区別

（separate and distinguish）を伴う。かかる区

別なしにダンピング輸入により損害が生じたこと

を確認できるはずがない」と（223段落目）、「区

別（separate and distinguish）」という言葉を用

いて非帰責分析義務を厳格に解釈し、ダンピング

と国内産業の因果関係の認定をより慎重に行うこ

とを求め、AD措置発動の濫用を許容しない姿勢を

示した。 

しかし、本件上級委判断は、「法的な問題」の

みを扱う（DSU第17.6条）という上級委の設計・

権限に従い、具体的事案から離れた第3.5条の解

釈という抽象的な「法的な問題」ないし「法的解

釈」を争点としてなされた。そして、あくまで同

3.5条の条文解釈という枠の中で、他の事情の区

別（separate and distinguish）という言い換え

により同条規範の明確化を試みた。ダンピング輸

入の影響と他の事情の影響が混在したままでは、

ダンピングと損害との因果関係を確認する術はな

い、「それが容易ではないとしてもそれこそが協

定上求められていることである」（228段落目）と、

具体的な解決策には踏み込まず協定解釈の問題と

して協定解釈上の要請を指摘するにとどまった。

しかし、調査実務への指針が明確にならなかった

結果として、実務への影響力も限られたものとな

ってしまった。 

EU－パイプ（DS219）上級委報告書は、上記米

国―熱延鉄鋼（DS184）を踏まえつつ、その実務

への影響を打ち消した。ダンピング以外の介在事

情について、報告書内で個別に適示したうえで

「主たる要因とは言えない」と定性的な評価を下

すのみであったEUの調査手法について、協定上特

定の評価方法が定められていないことを背景に、

協定整合的と解した。これによれば、調査当局と

しては、提訴国が主張する個々の「他の事情」に

ついて言及した上で、ひとまず「重大ではない」

「因果関係を断ち切るほどではない」という定性

的な評価を加えればいいということになる。これ

は、DS184以前のAD実務を追認するということに

ほかならず、第3.5条第三文が「帰してはならな

いmust not be attributed」とする文言からも、

DS184 が 他 の 事 情 を 「 区 別 （ separate and 

distinguish）」すべきとした趣旨にも整合的でな

コ ラ ム 

289 

第６章 アンチ・ダンピング措置 

   

 

 

いようにも思われる。しかし、それ以上の定量

的・客観的な分析を義務付ける条文上の根拠も存

在しない以上、第3.5条の文言解釈に頼る方向で

は、因果関係に関するAD規律を高めるには限界が

あったともいえる。 

 

3. 第 3.2 条価格効果分析義務の重視（中国―

GOES） 

中国―GOES（DS414）上級委は、AD協定第3条全

体の条文構造を検討のうえ、各条項の関係を明示

し、explanatory force（説明力のある要素）, 

logical progression（論理的展開）等の要素を導

入することで、上記の問題を止揚した。 

同上級委判断によれば、AD協定第3条の文脈は、

調査当局が損害及び因果関係の判断に至る論理的

展開（logical progression）を想定したものであ

る。特に、第3.5条は「2.4項に定める」ダンピン

グの「効果により」ダンピング輸入が損害を引き

起こしたことの証明を求めている。すなわち、2

項に基づく分析は、輸入産品が国内産業に損害を

与えているかという5項の質問に回答する必要が

ある。第3.2条の解釈は、損害認定に関する全体

的な枠組みと整合的でなければならない（128段

落目）。 

上記は、できる限り条文文言（単語）をベース

にしつつ、従来の先例に見られなかった文脈（条

文構造）等を駆使して、調査当局に求められる検

討内容を精緻化したものの、上級委が用いた「論

理的展開（logical progression）」「説明因子

（explanatory force）」等の用語は、いわば条文

の意味・文脈を説明する際の整理として用いられ

たもので、協定にない新たな要件・効果を創出し

たわけではない。 

唯一、新しい概念の創設と言えるのが「価格比

較可能性（price comparability）」の概念である

が、この上級委報告書でも、その後の先例でも、

comparability概念によってどのような要素の考

慮が求められるかはあえて明確化されていない。

単に、価格によるeffectを考慮する以上、両者が

比較可能か確認する必要がある、という一般論を

繰り返すにとどまる。条文にない要件を作り出し

たとの批判を避ける意図ともみられ、具体的な展

開はその後の紛争先例に委ねられる。 

4. 第 3.2 条価格比較可能性の定着とパネル判断

の発展 

（1） 中国―X線（DS425） 

EU産X線検査機に対する中国AD税賦課に対しEU

が提訴した中国―X線（DS425）パネル判断（上訴

されず確定）では、具体的事案（高エネルギー・

低エネルギーレントゲン機材の用途・市場の違い）

に沿って、一例として、「産品の「物理的特性

(physical characteristics)や用途(use)が異なり、

異なる市場に属すること(in a different market)」

を考慮すべきだった、「用途が異なり顧客からも

代替性がないと認識されている製品」群同士を比

較するべきでない、等、と判示した。 

（2） 中国―自動車（DS440） 

本事案では、米国産の2,500cc以上のセダン及

びクロスカントリー車に対する中国のAD/CVDの賦

課が争点である。MOFCOMは、暫定調査及び最終調

査のいずれにおいても、輸入品、国内産品の平均

価格（Average Unit Value）のトレンドを分析し、

1年ごとに比較すると価格傾向が並行して推移す

る（2006年～2008年に増加、その後2009年第三四

中間期まで減少）とし、輸入量・輸入品のシェア

の増加が国内価格を押し下げたと認定した

（7.234-235段落目）。これに対し、パネルは、①

輸入品・国内品の値動きの推移が必ずしも一致し

ておらず、かつ価格押し下げの関係について説明

がない（7.262－267段落目）、②調査対象輸入産

品の平均価格が国内の同種の産品の平均価格より

も相当高い（overselling）点について説明がな

い（7.270-275段落目）、③調査対象輸入産品と国

内の同種の産品との間のグレードの違いや競争関

係の有無といった観点からの構成の相違を調整せ

ずに平均価格を単純に比較した（7.276-283段落

目）、等により、協定不整合と判断した。 

このパネル判示は、中国―GOES（DS414）にお

ける上級委の判断を踏まえ、価格効果の精緻な分

析を求めている。価格比較可能性については、

「グレードの違いや競争関係の有無」という、中

国―GOES（DS414）や中国―X線（DS425）で既に

議論された考慮要素を検討したに過ぎないが、並

行的価格推移・Oversellingの際にいかなる方法

で価格効果を認定すべきか、調査当局の義務を明

確化している（あくまで具体的事案に沿って「説

明が足りない」という認定であり、条文にない要

件や義務を付加したわけではない） 

（3） 中国―HPSSST（DS454） 
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本件パネル報告書は、提訴国日本の主張に沿っ

て、同一の調査対象産品に含まれる複数のモデル

間において、価格帯に相当の相違がある場合には、

モデル間の代替可能性及び価格効果の有無及び程

度の分析が必要と判断した。相関関係だけでは不

十分であり、競争関係がなければ第3.2条の価格

効果が立証し得ないという判断である。また、価

格効果の分析における価格の下回りの評価は、調

査期間全体にわたるダンピング輸入産品価格とそ

の同種の国内産品価格との関係における、価格の

展開及び傾向に対する動態的な分析が必要であり、

その分析の要素として各モデルの市場シェアを考

慮する必要があると判断し検討内容がさらに精緻

化された。 

日本は、特に鉄鋼製品に顕著だが、輸出産品は

高品質、高価格が特徴であることが多く、他方で

特に途上国の国内産業は低品質、低価格である場

合が多い。それでも輸入国当局は調査対象産品を

すべて含める形で定義し調査・認定を行うが、こ

れまでの判断から、より精緻化した価格効果（市

場シェア・価格差の考慮）・因果関係（代替可能

性の有無）の分析が必要となり、有利な判断と言

える。 

 

5. 韓国―バルブ案件 

韓国バルブ（DS504）上級委では、韓国当局の

Transaction to Average比較は、ダンピング輸入

の価格が国内価格より下回るかの精査のために行

われている。韓国当局は、ある型式のダンピング

輸入再販売価格の一部が国内平均価格や該当型式

を特定顧客向け末端価格より安かった事例（個々

の 「 安 売 り 」 事 例 ） に 基 づ い て Price 

suppression/depressionを認定している。それゆ

え価格比較可能性が重要な問題になるのである

（5.325段落目）とし、価格帯の違いが価格比較

可能性の確保に疑念を抱かせる事情となることを

確認した。 

本件上級委が、価格比較可能性に関するこれま

での上級委判断に準拠するにとどまらず、価格の

上回り（overselling）状況における価格効果の

慎重な認定を求めた点（第3.2条違反を認定）、輸

入価格と国内価格のばらつき（divergent price 

trends）を問題にした点（結論として協定不整合

は認定せず）は、中国―自動車（DS440）のパネ

ル判断が類型化した判断枠組みを採用したともい

える。上級委先例がパネル判断により更に具体

化・詳細化され、それが上級委により（判断枠組

みとして）認められる過程として興味深い。 

ただし、本件上級委報告書には、中国―GOES

（DS414）以来のAD協定第3条義務全体の一貫性・

厳格性を強調する日本の主張に必ずしも沿わない

判示も含まれている。例えば、第3.5条第一文に

基 づ く 日 本 の Independent Causation claim

（Claim 6）について、量・価格・インパクトの分

析のミスは第3.2条・第3.4条で裁かれるべきで、

対照的に第3.5条では、第3.2条・第3.4条の分析

結果を、最終決定における因果関係認定に適切に

結び付けたかどうかが問題となるとした。つまり、

第3.5条第一文の検討は単なる第3.2条・第3.4条

の分析のやり直しではない（5.194）。さらに、中

国―GOES（DS414）が示したlogical progression

の概念に沿って、第3.4条上の損害影響評価にお

いてもダンピング輸入以外の影響は排除しなけれ

ばならない、とした日本の主張について、上級委

はかかる日本の主張を「full-fleged causation 

and non-attribution analysis」と呼ぶ韓国の主

張に賛同した。「第3.4条上かかる義務は明示され

ていない」と排除した（5.359段落目）。 

上記第3.4条・第3.5条に関する判示を、韓国の

第3.2条違反を認めた判断と整合的に読むことは

難しい。上級委は、因果関係の認定があいまいな

まま賦課される保護主義的・政治的なADに対して

は極めて厳格な姿勢をとる（韓国の第3.2条違反

を肯定）が、過去の紛争先例の蓄積から、ダンピ

ング輸入以外の「その他の事情に基づく影響」を

全て定量化して分離する義務を課すのは調査当局

にとって酷な場面もあることに留意している（第

3.4条・第3.5条上の義務を軽減）と言えるかもし

れない。 
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本件パネル報告書は、提訴国日本の主張に沿っ

て、同一の調査対象産品に含まれる複数のモデル

間において、価格帯に相当の相違がある場合には、

モデル間の代替可能性及び価格効果の有無及び程

度の分析が必要と判断した。相関関係だけでは不

十分であり、競争関係がなければ第3.2条の価格

効果が立証し得ないという判断である。また、価

格効果の分析における価格の下回りの評価は、調

査期間全体にわたるダンピング輸入産品価格とそ

の同種の国内産品価格との関係における、価格の

展開及び傾向に対する動態的な分析が必要であり、

その分析の要素として各モデルの市場シェアを考

慮する必要があると判断し検討内容がさらに精緻

化された。 

日本は、特に鉄鋼製品に顕著だが、輸出産品は

高品質、高価格が特徴であることが多く、他方で

特に途上国の国内産業は低品質、低価格である場

合が多い。それでも輸入国当局は調査対象産品を

すべて含める形で定義し調査・認定を行うが、こ

れまでの判断から、より精緻化した価格効果（市

場シェア・価格差の考慮）・因果関係（代替可能

性の有無）の分析が必要となり、有利な判断と言

える。 

 

5. 韓国―バルブ案件 

韓国バルブ（DS504）上級委では、韓国当局の

Transaction to Average比較は、ダンピング輸入

の価格が国内価格より下回るかの精査のために行

われている。韓国当局は、ある型式のダンピング

輸入再販売価格の一部が国内平均価格や該当型式

を特定顧客向け末端価格より安かった事例（個々

の 「 安 売 り 」 事 例 ） に 基 づ い て Price 

suppression/depressionを認定している。それゆ

え価格比較可能性が重要な問題になるのである

（5.325段落目）とし、価格帯の違いが価格比較

可能性の確保に疑念を抱かせる事情となることを

確認した。 

本件上級委が、価格比較可能性に関するこれま

での上級委判断に準拠するにとどまらず、価格の

上回り（overselling）状況における価格効果の

慎重な認定を求めた点（第3.2条違反を認定）、輸

入価格と国内価格のばらつき（divergent price 

trends）を問題にした点（結論として協定不整合

は認定せず）は、中国―自動車（DS440）のパネ

ル判断が類型化した判断枠組みを採用したともい

える。上級委先例がパネル判断により更に具体

化・詳細化され、それが上級委により（判断枠組

みとして）認められる過程として興味深い。 

ただし、本件上級委報告書には、中国―GOES

（DS414）以来のAD協定第3条義務全体の一貫性・

厳格性を強調する日本の主張に必ずしも沿わない

判示も含まれている。例えば、第3.5条第一文に

基 づ く 日 本 の Independent Causation claim

（Claim 6）について、量・価格・インパクトの分

析のミスは第3.2条・第3.4条で裁かれるべきで、

対照的に第3.5条では、第3.2条・第3.4条の分析

結果を、最終決定における因果関係認定に適切に

結び付けたかどうかが問題となるとした。つまり、

第3.5条第一文の検討は単なる第3.2条・第3.4条

の分析のやり直しではない（5.194）。さらに、中

国―GOES（DS414）が示したlogical progression

の概念に沿って、第3.4条上の損害影響評価にお

いてもダンピング輸入以外の影響は排除しなけれ

ばならない、とした日本の主張について、上級委

はかかる日本の主張を「full-fleged causation 

and non-attribution analysis」と呼ぶ韓国の主

張に賛同した。「第3.4条上かかる義務は明示され

ていない」と排除した（5.359段落目）。 

上記第3.4条・第3.5条に関する判示を、韓国の

第3.2条違反を認めた判断と整合的に読むことは

難しい。上級委は、因果関係の認定があいまいな

まま賦課される保護主義的・政治的なADに対して

は極めて厳格な姿勢をとる（韓国の第3.2条違反

を肯定）が、過去の紛争先例の蓄積から、ダンピ

ング輸入以外の「その他の事情に基づく影響」を

全て定量化して分離する義務を課すのは調査当局

にとって酷な場面もあることに留意している（第

3.4条・第3.5条上の義務を軽減）と言えるかもし

れない。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      韓国ステンレス棒鋼AD案件（DS553）のパネル最終報告書 

１．背景・経緯 

韓国は、2004年7月から、日本、インド及びス

ペインからのステンレス棒鋼1に対し、アンチ・ダ

ンピング（AD）関税を賦課した。その後、韓国は、

課税延長調査（以下、「サンセット・レビュー」）

を4回実施し、いずれにおいても同措置を撤廃す

れば、韓国国内産業への損害が継続又は再発する

おそれがあるとして、2010年、2013年、2017年、

2021年にそれぞれ措置の延長を決定し、現在も賦

課措置が継続している。 

本稿は、このうち3回目のサンセット・レビュ

ー（以下、「本レビュー」）に関するWTO紛争解

決手続における判断の概略を示し分析するもので

ある。本レビューについては、韓国当局が、2016

年6月、韓国企業の延長申請に基づき調査を開始

し、調査手続やWTO・AD委員会等における日本政

府からの累次にわたる適正な調査の要請及び懸念

の表明にもかかわらず、2017年6月、3回目の課税

延長（3年間）を決定した。これを受けて日本は

2018年6月にWTO紛争解決手続における協議要請を

行い、同年10月にパネル設置に至っていたところ、

パネル審理を経て、2020年11月にパネル最終報告

書（以下、「本パネル報告書」という。）が公表

された。 

 

２．本パネル報告書の判断内容 

（１）争点・日本の主な主張 

韓国当局は、本レビューの最終決定において、

AD税撤廃によって日本産品の価格が低下し、（i）

日本産品の輸入量が増大し、（ⅱ）国内産業の価

格競争力が弱まるという理由から、日本産品に対

するAD税を撤廃すれば、国内産業の損害が再発す

る、と認定した（以下「損害可能性認定」）。こ

の認定は、主に、AD税撤廃により日本産品の価格

が低下する、また、日本生産者に生産余力・輸出

余力があるという事実認定に基づいている。 

しかし、本レビューは原調査から10年以上経過

しており、韓国市場の状況は以下の点において大

幅に変化している。まず、①日本産品は、高価な

                            
1 ステンレス棒鋼とは、耐食性、耐酸化性、耐熱性に優れた棒鋼である。主に、ボルト、ナット、工作機械や産業機械のバルブ、タービンブレ

ード、自動車用バルブ、シャフト等向け部材に加工、利用される。本件 AD 関税賦課前（2002 年）における韓国の日本からのステンレス棒鋼輸

入量と輸入額（年間）は、それぞれ 9,269 トン、約 27 億円であった。それに対して、2019 年におけるステンレス棒鋼の輸入量と輸入額は、そ

れぞれ 3,791 トン、約 22 億円となっている。 

特殊鋼中心にシフトしているのに対して、韓国産

品及びインド産品（他の調査対象産品）は、汎用

鋼中心で安価であり、日本産品は後2者と十分な

競争関係にない（すなわち、日本産品と韓国産品

は、前者が後者に対して重大な悪影響を与えうる

ような競争関係にない）。また、②原調査時と比

較して、第三国（中国、台湾等）からの安価な輸

入品のシェアが大幅に上昇している。 

さらに、調査当局は、③日本生産者の輸出余力

を、日本生産者自身が提出した日本生産者の生産

能力に関する情報を合理的理由なく拒絶し、正確

性が相対的に低い二次情報認定を用いることで、

過大に認定した。 

上記事実を踏まえると、本件における韓国当局

の損害可能性認定は、以下の問題がある。まず、

(i)調査手続で明らかとなった①・②の事実を考

慮することなく、鋼種構成や価格の差を検討せず

に、調査対象産品及び韓国産品はすべて競争関係

にあると認定して、損害分析において調査対象産

品を累積評価するという決定に基づいている。ま

た、(ⅱ)当該認定を裏付ける重要な要素の証拠に

問題がある（上記③）。よって、日本は、本件損

害可能性認定は、上記(i)及び(ⅱ)のいずれの事

由に基づいても、また、これらの事由を総合して

も、合理的な理由を欠く認定であり、アンチ・ダ

ンピング協定（以下、「AD協定」という。）第

11.3条に不整合であると主張していた。 

 

（２）結論 

本パネル報告書は、日本のAD協定第11.3条不整

合に関する複数の主張のうち核心部分を認容し、

韓国の課税措置はAD協定違反であると判断し、韓

国に対して、AD協定を遵守する措置をとるように

勧告した。 

 

（３）AD 協定第 11.3 条の特徴：規定内容及び先

例 

AD協定第11.3条は、「いかなる確定的なAD税も、

その賦課の日…又はこの11.3の規定に基づく最新

コ ラ ム 
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の見直しの日から五年以内に撤廃する。ただし、

当局が、…見直しにおいて、AD税の撤廃がダンピ

ング及び損害の存続又は再発をもたらす可能性が

あると決定する場合は、この限りでない。」と規

定する。 

すなわち、AD税賦課は原則として5年以内に撤

廃されるべきであり、サンセット・レビューによ

る延長はあくまで例外的に認められるものである。

また、延長が認められる要件は、AD税の撤廃によ

り、(i) ダンピングの損害又は再発がもたらされ

る可能性、及び(ⅱ)損害の存続又は再発がもたら

される可能性があると決定できること、とされて

いる。本件で争点となったのは、このうち、(ⅱ)

に該当する、AD税の撤廃によって損害の再発がも

たらされる可能性があるとする韓国当局の認定に

瑕疵があるか否かである。 

この点、AD協定には、原調査における損害認定

については下記のような比較的詳細な規定がある。 

 第3.2条： 量効果（ダンピング輸入量の増

加）及び価格効果（ダンピング輸入の価格

による同種国内産品の価格への影響）の検

討が必要である旨の規定 

 第3.3条： 累積評価の要件（輸入品間及び

国産品・輸入品間の競争状態の考慮が必要、

等） 

 第3.4条： 国内産業に対する影響を検討す

るための考慮要素 

 第3.5条： ダンピング輸入及び国内産業の

間の因果関係（その他の帰責原因の分析を

含む） 

これらの原調査の損害認定に対する適用条文に

比べて、サンセット・レビューにおける損害可能

性の認定に関するAD協定第11.3条の内容は、一般

的抽象的な規定ぶりに止まっているといえる。 

先例は、これらの文言の差から、また、「AD税

を撤廃したら」という仮定に基づく将来の「可能

性」を予測するという損害可能性認定の構造の特

徴にも言及し、AD協定第11.3条上、第3.2条から

第3.5条は適用されず、2第11.3条は特定の認定方

法を規定するものではない3と判示している。この

                            
2 Appellate Body Report, US – Oil Country Tubular Goods Sunset Reviews (DS268), para. 280. 
3 Appellate Body Report, US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review (DS244), para. 123. 
4 Appellate Body Report, US – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods (DS282), paras. 108-121. 
5 Appellate Body Report, US – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods (DS282), para. 284. 
6 Appellate Body Report, US – Oil Country Tubular Goods Sunset Reviews (DS268), para. 284, and Panel Report, Ukraine – 
Ammonium Nitrate, para. 7.168. 
7 Appellate Body Report, US – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods (DS282), paras. 117. 

ような判示は、サンセット・レビューにおける損

害可能性認定にかかる規律は、原調査の損害認定

にかかる規律よりより緩和されたものであるとす

る趣旨といえる。また、ダンピングと損害の間の

因果関係を新規に立証する必要はなく、AD税撤廃

と損害維持・再発の可能性の間の結びつき

（nexus）があれば、因果関係は合理的に推定さ

れる旨も判示されている。4 

上記の文言及び先例に鑑みれば、サンセット・

レビューにおける損害可能性認定に関するAD協定

第11.3条違反の立証は、原調査の損害認定に関す

る3条違反の立証と比較すれば相対的には難しい

といえる。しかし、第11.3条違反の立証のハード

ルがあまりに高ければ、AD税撤廃は調査対象産品

の輸入価格低下に当然に帰結するところ、輸入品

の価格が低下すれば損害再発の「可能性」は認め

られるはずである等の粗雑な認定を許容し、サン

セット・レビューによる延長が濫用され、AD協定

第11.3条上の原則（5年で撤廃）と例外（延長）

が逆転してしまうことが懸念された。 

この点、過去の先例でも、AD協定第11.3条上も、

損害認定は実証的な証拠及び客観的な検討に基づ

く必要があるというAD協定第3.1条の根本的要請

は同等に妥当し5、また、個別事案によってはAD協

定第3.2条、第3.3条、第3.5条上の考慮要素がAD

協定第11.3条上の損害可能性認定においても考慮

される必要がある場合はありうる（ただし、常に

すべての要素の考慮が規律として必要とされるわ

けではない）旨が判示されている。6また、上記の

nexusの立証により因果関係が推定される旨の判

示においても、損害可能性認定において、GATT第

6条に基づき、（AD税が撤廃された後に再発・維

持される可能性がある）ダンピングと（AD税が撤

廃された後に再発・維持される）因果関係が存在

する必要があることは明示的に前提とされている。
7これらの判示から、先例も、AD協定第11.3条上の

損害可能性認定が合理的な根拠によって裏付けら

れているというためには一定の制約・要請がある

ことを前提としており、粗雑・安易な認定を許容

するものではないといえる。 
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の見直しの日から五年以内に撤廃する。ただし、

当局が、…見直しにおいて、AD税の撤廃がダンピ

ング及び損害の存続又は再発をもたらす可能性が

あると決定する場合は、この限りでない。」と規

定する。 

すなわち、AD税賦課は原則として5年以内に撤

廃されるべきであり、サンセット・レビューによ

る延長はあくまで例外的に認められるものである。

また、延長が認められる要件は、AD税の撤廃によ

り、(i) ダンピングの損害又は再発がもたらされ

る可能性、及び(ⅱ)損害の存続又は再発がもたら

される可能性があると決定できること、とされて

いる。本件で争点となったのは、このうち、(ⅱ)

に該当する、AD税の撤廃によって損害の再発がも

たらされる可能性があるとする韓国当局の認定に

瑕疵があるか否かである。 

この点、AD協定には、原調査における損害認定

については下記のような比較的詳細な規定がある。 

 第3.2条： 量効果（ダンピング輸入量の増

加）及び価格効果（ダンピング輸入の価格

による同種国内産品の価格への影響）の検

討が必要である旨の規定 

 第3.3条： 累積評価の要件（輸入品間及び

国産品・輸入品間の競争状態の考慮が必要、

等） 

 第3.4条： 国内産業に対する影響を検討す

るための考慮要素 

 第3.5条： ダンピング輸入及び国内産業の

間の因果関係（その他の帰責原因の分析を

含む） 

これらの原調査の損害認定に対する適用条文に

比べて、サンセット・レビューにおける損害可能

性の認定に関するAD協定第11.3条の内容は、一般

的抽象的な規定ぶりに止まっているといえる。 

先例は、これらの文言の差から、また、「AD税

を撤廃したら」という仮定に基づく将来の「可能

性」を予測するという損害可能性認定の構造の特

徴にも言及し、AD協定第11.3条上、第3.2条から

第3.5条は適用されず、2第11.3条は特定の認定方

法を規定するものではない3と判示している。この

                            
2 Appellate Body Report, US – Oil Country Tubular Goods Sunset Reviews (DS268), para. 280. 
3 Appellate Body Report, US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review (DS244), para. 123. 
4 Appellate Body Report, US – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods (DS282), paras. 108-121. 
5 Appellate Body Report, US – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods (DS282), para. 284. 
6 Appellate Body Report, US – Oil Country Tubular Goods Sunset Reviews (DS268), para. 284, and Panel Report, Ukraine – 
Ammonium Nitrate, para. 7.168. 
7 Appellate Body Report, US – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods (DS282), paras. 117. 

ような判示は、サンセット・レビューにおける損

害可能性認定にかかる規律は、原調査の損害認定

にかかる規律よりより緩和されたものであるとす

る趣旨といえる。また、ダンピングと損害の間の

因果関係を新規に立証する必要はなく、AD税撤廃

と損害維持・再発の可能性の間の結びつき

（nexus）があれば、因果関係は合理的に推定さ

れる旨も判示されている。4 

上記の文言及び先例に鑑みれば、サンセット・

レビューにおける損害可能性認定に関するAD協定

第11.3条違反の立証は、原調査の損害認定に関す

る3条違反の立証と比較すれば相対的には難しい

といえる。しかし、第11.3条違反の立証のハード

ルがあまりに高ければ、AD税撤廃は調査対象産品

の輸入価格低下に当然に帰結するところ、輸入品

の価格が低下すれば損害再発の「可能性」は認め

られるはずである等の粗雑な認定を許容し、サン

セット・レビューによる延長が濫用され、AD協定

第11.3条上の原則（5年で撤廃）と例外（延長）

が逆転してしまうことが懸念された。 

この点、過去の先例でも、AD協定第11.3条上も、

損害認定は実証的な証拠及び客観的な検討に基づ

く必要があるというAD協定第3.1条の根本的要請

は同等に妥当し5、また、個別事案によってはAD協

定第3.2条、第3.3条、第3.5条上の考慮要素がAD

協定第11.3条上の損害可能性認定においても考慮

される必要がある場合はありうる（ただし、常に

すべての要素の考慮が規律として必要とされるわ

けではない）旨が判示されている。6また、上記の

nexusの立証により因果関係が推定される旨の判

示においても、損害可能性認定において、GATT第

6条に基づき、（AD税が撤廃された後に再発・維

持される可能性がある）ダンピングと（AD税が撤

廃された後に再発・維持される）因果関係が存在

する必要があることは明示的に前提とされている。
7これらの判示から、先例も、AD協定第11.3条上の

損害可能性認定が合理的な根拠によって裏付けら

れているというためには一定の制約・要請がある

ことを前提としており、粗雑・安易な認定を許容

するものではないといえる。 
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（４）AD協定第11.3条に関する判断（主張認容） 

 

パネルは、韓国当局の損害可能性認定には、大

きく以下の2つの点で瑕疵があり、合理的で適切

な理由に裏付けられていないため、AD協定11.3条

に不整合であると認定した。 

 

 ①ステンレス棒鋼市場は需要の価格弾力性

が大きいが、日本産輸入品がAD税が撤廃さ

れたとしてもなお韓国産品より相当程度高

価であることや、②第三国（中国等）から

の低価格輸入が大量に存在していることを

検討していない。すなわち、これらの事情

にもかかわらず、なぜ日本産品の価格低下

により（i）輸入量増大及び（ⅱ）国内産品

の価格への影響が生じるといえるのか、説

明していない。 

 韓国当局は、日本生産者の生産能力の認定

に基づき日本に輸出余力がある（そのため

AD税撤廃により（i）輸出量が増える）と認

定した。しかし、韓国当局は、日本生産者

の生産能力について、生産能力を計上すべ

き製品の範囲を特定するために必要なパラ

メーター（調査対象産品に限定されるのか、

調査対象産品から除外された物品を含むの

か等）を知らせずに、パラメーターに従わ

なかったことを理由に日本生産者自身の提

出情報を拒否し、二次情報を使用して認定

した。 

 

本パネル報告書は、韓国当局が産品間の「競争

関係を検討していない」という表現自体は使って

いないが、なぜ韓国市場において（AD税を撤廃し

たとしてもなお）国産品や第三国産品より相当程

度高価格である日本製品に対する需要があるとい

えるか／なぜ日本生産者が韓国市場に輸出を増加

させるインセンティブがあるといえるかを検討し

ていない、等、実質的に競争関係の検討不足を指

摘した。 

 

（５）その他の主張（手続の妥当性）に関する認

定 

パネルは、以下の2つの手続的論点についても

日本の主張を認容した。 

                            
8 本報告書第 II 部第 6 章 1.(3)(3)①参照。 

ア 日本生産者の提出情報を合理的理由なく拒

否し、二次情報を用いて日本生産者の生産能力を

認 定した 点で、 二次情報 （いわ ゆる facts 

available）の使用に関する規律であるAD協定第

6.8条8に不整合であるという点について、日本の

主張が認容されている。具体的には、必要なパラ

メーターや計算方法について、利害関係者に対

応･提出する機会が与えられていない点がAD協定

違反を構成すると判断された（AD協定第11.3条に

おける判断とほぼ同旨）。 

 

イ 秘密情報の取扱い＝提出情報を秘密情報と

して取り扱う正当な理由（good cause）の確認に

ついて瑕疵があり、AD協定第6.5条に不整合であ

るという点について、日本の主張が認容されてい

る。具体的には、申請者が秘密情報であると指定

して提出した情報（当局以外には開示されない）

について、当局が、秘密情報として取り扱う正当

な理由があるか否かを確認した形跡が認められな

い点がAD協定違反を構成すると判断された。 

 

その他、①全般を通して、韓国がDSにおいて

（当局が検討した内容として）補足した説明につ

いて、当局が本レビューにおいて検討した形跡が

認められず、パネルは考慮できないとした点や、

②「パネルの質問態様が日本に有利に偏ってい

る」、「日本生産者の調査対応及び日本のDS対応

は信義誠実に欠ける（bad faith）」等の、一般的

に認容され難い類型といえる韓国の主張を明示的

に否定した点も有意な判断といえる。 

 

（６）日本の主張のうち認容・判断されなかった

もの 

ア 認容されなかった主要な主張 

パネルは、汎用鋼と特殊鋼を区別した分析を行

っていない点で瑕疵がある（AD協定第11.3条違反）

旨の日本の主張については、日本が、汎用鋼・特

殊鋼の区別によって価格水準に差がある可能性を

示せていないとした。ただし、①汎用鋼と特殊鋼

の間の区別の存在・利用価値や、②鋼種構成を考

慮した場合の競争関係の重複程度に関する認定は

含まない、と明示的に留保した。 

この点、上記留保から、本件判示は本レビュー

では鋼種区別を行わなかったことをもって瑕疵が
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あるとはいえないという内容に留まり、先例とし

ての意義は限定される。また、上記（３）のとお

り、日本産品全体と韓国産品全体の価格差の検討

不足に基づき第11.3条違反が認容されていること

に鑑みると、本件は鋼種区別の検討以前に価格差

の検討が要された事案であり、鋼種区別に関する

主張に関する判断の比重は大きくないといえる。 

 

イ パネルが訴訟経済を行使し、判断しなかっ

た主要な主張 

パネルは、損害分析において、韓国産品、イン

ド産品、日本産品がすべて競争関係にあるという

認定に基づき、累積評価を使用した点で瑕疵があ

る（AD協定第11.3条違反）旨の日本の主張につい

ては、当局の結論は、日本産品に関する限り、日

本固有の認定に依拠しており、累積評価には基づ

いていないため、累積評価に関する主張について

は、判断する必要がないとした。 

 

３．本パネル報告書の意義 

本パネル報告書は、サンセット・レビューにお

ける損害可能性分析に関する初の違反認定例であ

り、サンセット・レビューにおける損害可能性分

析についても、AD協定第11.3条は粗雑で濫用的な

認定が許容されず、実質的に機能する規律である

ことを示した点で大きな意義がある。 

特に、AD協定第11.3条の法的判断基準自体につ

いて先例と異なる判断を示したわけではないが、

実質的に競争関係の検討不足（なぜ調査対象産品

が国内産品に影響を与えうるかという因果的関係

性の検討不足）を理由としてAD協定第11.3条違反

を認定し、サンセット・レビューでも、一定の客

観的合理性のある因果的な関係性の認定が求めら

れることを明確にした点は有用である。 

 

４．今後の対応 

2021年1月、韓国が本パネル報告書についてWTO

上級委員会に上訴し、本件は現在上訴審が係属し

ている。ただし、現在上級委の機能が停止してい

るため、上級委の機能が回復するまで審理されな

い。 

また、韓国は、4回目のサンセット・レビュー

調査を経て、2021年1月課税延長決定を行った。

韓国当局は、本決定において、調査手法を変更し、

鋼種別の分類を一定程度考慮するなど調査手法を

修正したうえで累積評価を使用し、日本産品を含

めた調査対象産品によるAD税撤廃により国内産業

の損害が再発すると結論づけた。しかし、本レビ

ューにおける損害可能性認定も、鋼種別分析の態

様等が粗く競争関係を適切に認定していると評価

しがたく、やはりAD協定第11.3条違反の可能性が

あると思われる。 

 
 
 

 

 

 




